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第２章 公立図書館における職員研修に関する事例 

 
 

平成 18（2006）年度実施した実態調査では、データと共に具体的研修事例についてもご回答いただ

いた。これらの事例は、様々な課題を抱えつつ試行錯誤をしている公立図書館における職員研修の現

状を示すものである。第２章では、これらの研修事例の中から特徴的な下記の８館の事例を紹介する。 

事例の選定に際しては、研修の体系化、研修テーマ、研修講師、研修形式など調査で浮かび上がっ

てきた様々な課題を念頭に研修事例の抽出を行い、一次候補とした全国 11 館について追加調査を行っ

た。さらに、これらの館の中から地域及び館規模を考慮し、同趣旨の調査である文部科学省『図書館

職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書』の報告の中で紹介されている事例１）とはなるべく

重複しないよう下記１～７の７館の事例を選定し、それぞれの館に研修事例の執筆をお願いした。 

また指定管理者制度発足以降、図書館運営に同制度を導入する自治体が増加していることから、指

定管理者の下での職員研修事例として、北九州市立図書館（平成 17（2005）年度から導入）の状況に

ついて、竹内比呂也氏（千葉大学文学部准教授・助言者）及び石原編集委員が訪問調査の上、執筆を

行った。 

 

１ 神奈川県立図書館「市町村図書館等職員研修」 

（県立図書館と県図書館協会の研修が組み合わされて県全体として体系化されている例） 

２ 大阪府立中央図書館「大阪府図書館司書セミナー」 

（対象をボランティアまで広げ、複数テーマにわたる連続講座を行っている例） 

３ 山口県立山口図書館「図書館新任職員基礎講座」 

（新任研修の開催に際し内部講師養成を強く意識している例） 

４ 富山市立図書館「職場（館内）研修」 

（複数館を有する市において体系的な研修を行っている例） 

５ 高知県立図書館「いつでも研修」 

（市町村立図書館職員を短期で派遣受入れして研修を行っている例） 

６ 宮城県図書館「公立図書館等職員研修会」 

（事前課題があるワークショップ形式の研修を行っている例） 

７ 福岡県立図書館「公共図書館等職員参考調査業務研修会」 

（ワークショップ形式で主催館職員が講師となって行っている例） 

８ 北九州市立図書館 

（指定管理者が運営する図書館における研修の例） 

 

 

注 

１） 文部科学省生涯学習政策局社会教育課「5-3.特徴的な研修事例の詳細把握」『図書館職員の資格

取得及び研修に関する調査研究報告書』, 2007.3, p.134～217. 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/houkoku/07090599.htm(参照 2008-01-25) 



（神奈川県立図書館） 

１ 神奈川県立図書館及び神奈川県図書館協会が 

主催する県内公共図書館職員に対する研修 

 

はじめに 

神奈川県立図書館（以下本項では「県立図書

館」）では、昭和 59 年に施行された「市町村図

書館等職員研修実施要項」（26 ページ参照）に

基づき、体系的な研修を行っている。毎年、前

年度末に年間計画を立て、年度当初に開催され

る神奈川県公共図書館館長会議及び協力事業

実務担当者会議において県内市町村立図書館

に周知を図っている。一方、県立図書館内に事

務局を置く神奈川県図書館協会（以下、「神図

協」）は、研修委員会を設置し、加盟する公共・

大学・専門図書館の職員を対象とする研修会を

実施している。県内ブロック毎の研修などもあ

るが、県内全域の市町村立図書館職員を対象と

した研修は、主にこの２種類である。 

県立図書館主催の研修は、県立図書館職員を 
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表 2.1.1 県立図書館が主催した平成 18 年度の市町村図書館等職員研修 

 実施月日・テーマ 会   場 講  座  名 

６月７日（水） 
図書館概論及び図書
館資料論 

県立図書館 図書館概論：図書館の現状と課題 
県立図書館の機能と役割（KLｰNETの概要含む） 
広域情報と市町村図書館への情報提供 
館内見学 

６月15日（木） 
図書館サービス論 

川崎市立 
多摩図書館

図書館サービス論 
カウンターサービスの実際 
グループ討議と発表 
館内見学 

基礎研修 

６月22日（木） 
レファレンス基礎 

県立図書館 レファレンスとインターネット検索 
人文系レファレンスの基礎（実習を含む） 
調査相談室見学 

専門研修 
（図書館経営） 

７月11日（火） 
図書館経営 

県立図書館 図書館経営概論 
川崎市立図書館の図書館サービス 
藤沢市立図書館の図書館サービス 
グループ討議と発表 

10月５日（木） 
人文・社会系レファレ
ンス 

県立図書館 法令・判例に関するレファレンス 
情報を見極める－新聞・雑誌情報を中心に－ 
ビジネス支援を中心としたレファレンス 
館内見学 

専門研修 
(レファレンス) 

10月11日（水） 
理工系レファレンス 

県立川崎 
図書館 

 

ビジネス支援室の特色ある資料とレファレンスサ
ービス 
川崎図書館の理工系雑誌について 
理工系レファレンスの実際（演習付） 
館内見学 

専門研修 
（地域資料） 
 

12月７日（木） 
地域資料 

県立図書館 かながわ資料室の概要 
かながわ資料室のレファレンス（演習を中心に） 
レファレンス演習解説 
資料保存の考え方と手法－なぜ・どうするか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心とした公共図書館職員が講師となるレフ

ァレンス・サービスなど、実務に即した内容で

あり、施設見学や外部講師による著作権等の研

修も含む神図協主催の研修との棲み分けを図

っている。表 2.1.1 に平成 18 年度に県立図書

館が主催した研修の一覧、表 2.1.2 に神図協が

主催した研修の一覧を示した。 

 

１ 県立図書館及び県内公共図書館の状況 

（1）県立図書館の概要と県内公共図書館への

支援体制 

 県立図書館（昭和 29 年創立）は、主に社会・

人文科学系資料や神奈川県の郷土資料、視聴覚

資料を収集・提供し、利用者の調査・研究活動

を支援する「課題解決型リサーチライブラリ

ー」である。自然科学・工学・産業技術系資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（神奈川県立図書館） 

を中心に図書館サービスを展開する「科学と産 

業の情報ライブラリー」県立川崎図書館（昭和

33 年創立）と共に２館体制で県民や県内市町村

立図書館等へのサービスを展開している。県立

図書館は、館長、副館長の下、管理部・調査部・

資料部・視聴覚部の４部９課により構成されて

いる。平成 19 年６月１日現在の職員数は 99 人

（常勤職員は 54 人）、うち 71 人が司書資格を

有している。 

市町村立図書館職員への研修は、調査部協力

課の研修担当者が中心となって企画・実施して

いる。調査部協力課の主な業務は、図書業務の

企画・調整、県内・県外の図書館との連絡・協

力、資料の相互貸借、市町村図書館等職員の研

修の企画・実施、電子計算組織の運営、神図協

や関東地区公共図書館協議会等の団体事務で

あるが、特に県内の市町村立図書館職員に対す

る支援は重要な業務と位置づけている。 

(2)県内の公共図書館の状況 

神奈川県は東京都に隣接しており、政令指定

都市が２、中核市が２と、比較的大規模な市が

多い。神奈川県内の公共図書館は、平成 19 年

４月現在で 75 館である。市については 19 市の 
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表 2.1.2 神奈川県図書館協会が主催した平成 18 年度の職員研修 

 内   容 実施月日 会  場 

第１回 施設見学「国立国会図書館」 7月5日 国立国会図書館 

第２回 施設見学「神奈川大学図書館」 7月11日 神奈川大学図書館 

第３回 
「あなたのための図書館を目指して～障害者サービスをはじめよ

う」 
 講師 新山順子氏(川越市立西図書館) 

9月28日 神奈川県ﾗｲﾄｾﾝﾀｰ 

第４回 
児童サービス「子どもと本をむすぶ―児童サービスを考える」 
 講師 杉浦弘美氏(横浜市中央図書館) 

9月29日 横浜市中央図書館 

第５回 
「図書館と著作権―31条運用のガイドラインについて」 
 講師 酒川玲子氏(日本図書館協会) 

10月19日 横浜市中央図書館 

第６回 
「MoogaOne―作れる・使えるウェブページ」 

講師 松山龍彦氏(国際基督教大学図書館) 
11月7日 

関東学院大学 
関内ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 

第７回 
「図書館と危機管理―人的トラブルを未然に防ぐために」 

(第８回図書館総合展フォーラム)  
講師 立石貴子氏(ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ研修支配人) 

11月21日 パシフィコ横浜 

第８回 
「ユニークな書店・ジュンク堂から新しい図書館を探ろう」 
 講師 福嶋聡氏(ジュンク堂書店池袋本店副社長) 

12月7日 県立川崎図書館 

第９回 施設見学「寒川総合図書館」 1月17日 寒川総合図書館 

第10回 
児童サービス「紹介文の作り方」 

講師 大井むつみ氏(東京家政大学非常勤講師) 
1月24日 横浜市中央図書館 

第11回 
児童サービス「手ぶくろ人形を作ろう」 

講師 臼井啓子氏(ちくちく手づくりの会) 
3月1日 

横須賀市立 
児童図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市が図書館条例制定図書館を設置しており、

町村については、14 町村のうち６町が図書館条

例制定図書館を設置している。 

 

２ 県立図書館が主催する研修 

（1）概要 

「市町村図書館等職員研修実施要項」におい

ては、「基礎研修」「専門研修」「受入研修」を

実施することを定めており、専門研修では「図

書館経営（収集・管理等）・サービス業務、レ

ファレンス業務、地域資料業務等について、講

義・実習・事例式で実施する」よう求めている。 

 研修の受講者は、特に常勤職員に限っていな

い。市町村立図書館から派遣されているのであ

れば、非常勤職員であっても、委託先の社員で

あっても受け入れている。 

毎年ほぼ同時期に同じ様な内容で行ってい

るが、開催毎に受講者にアンケートをとって、

次年度以降の研修に生かしている。 

（2）基礎研修 

基礎研修は、例年３日間の連続講座としてい

る。この研修は、県内市町村立図書館の新任・

転任職員を対象としたもので、図書館の勤務が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（神奈川県立図書館） 
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初めてである職員が公共図書館の活動や県立

図書館の役割について理解できるように組み

立てている。時期は、年度のできるだけ早い時

期に実施できるよう、前年度から講師やテーマ

を設定し、早めに募集するよう心がけている。

例年、１日目は図書館に関する概論的な講義と

し、図書館資料論や県立図書館の役割・県内図

書館のネットワークについても解説している。

後の２日のうち１日は県内の市町村立図書館

で開催し、当該図書館の職員による図書館サー

ビス論と、会場となる図書館の見学、最後の１

日はレファレンス・サービスの基礎に充ててい

る。 

（3）専門研修 

 専門研修として、図書館経営、レファレン

ス・サービス、地域資料をテーマとした研修を

行っている。 

ア 図書館経営に関する専門研修 

 図書館経営に関する専門研修の内容は、平成

17 年度が図書館評価、児童に対するサービスや

大学との連携に積極的に取り組んでいる市立

図書館の事例、平成 18 年度が県立図書館、窓

口委託を導入した市立図書館、司書資格を有す

る非常勤職員を活用する市立図書館の３人の

館長の経営論、平成 19 年度が市立図書館のフ

ァンドレイジング（資金調達）、新館建設に携

わった県立図書館職員による講義等であった。 

イ レファレンス・サービスに関する専門研修 

 神奈川県には、横浜と川崎に県立図書館があ

り、人文・社会系資料と理工学系資料を提供し

ているが、レファレンス・サービスもそれぞれ

の内容に沿ったものが多い。専門研修で行うレ

ファレンス・サービスの講義は、両館職員によ

る、人文・社会系レファレンスと理工系レファ

レンスをテーマとするものになっている。 

平成 18 年度の人文・社会系レファレンスで

は、「法令・判例に関するレファレンス」、「情

報を見極める－新聞・雑誌情報を中心に」、「ビ

ジネス支援を中心としたレファレンス」であっ

た。 

理工系レファレンスでは、会場を県立川崎図

書館に移し、「ビジネス支援室の特色ある資料

とレファレンスサービス」、「川崎図書館の理工

系雑誌について」、「理工系レファレンスの実

際」の内容の講義を行った。「理工系レファレ

ンスの実際」では実際に川崎図書館の資料を使

っての演習を行った。市町村立図書館では理工

系レファレンスの経験が比較的少ないため、特

許や規格に関する調査等を含む理工系レファ

レンスの講義は特に高い評価を受けている。 

平成 19 年度も前年度と同様に県立図書館と

県立川崎図書館において、研修を実施した。主

な内容は、新聞や美術作品の調べ方、理工系レ

ファレンスの実際であった。 

ウ 地域資料に関する専門研修 

 県立図書館には「かながわ資料室」があり、

神奈川県の地域資料を提供している。地域資料

に関する専門研修では、神奈川県に関する資料

やレファレンス・サービス、資料保存といった

内容の研修を行っている。 

 平成 18 年度の研修では、「かながわ資料室の

概要」、「かながわ資料室のレファレンス（演習

を中心に）」、「資料保存の考え方と手法－な

ぜ・どうするか」、平成 19 年度の研修では、「か

ながわ資料室の概要」について解説した後、「神

奈川の近世地誌について」講義した。例年好評

である資料保存についても、解説した。近年、

市町村立図書館職員が減少し、非専門職員化や

自治体内での短期異動などの傾向が進み、地域

資料を熟知した担当者や専門職員が育ちにく

くなっている。地域資料に関する研修は今後ま

すます必要性が増してくるだろう。 

（4）受入研修 

 市町村から依頼された職員について一定期

間の実務研修行うものである。これまで毎年１

人程度、レファレンスを中心とした研修を行っ

ている。広く宣伝をしていないため、あまり実

施していないが、今後は市町村からの依頼があ

れば拡充していきたいと考えている。 

 



（神奈川県立図書館） 
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（5）研修講師 

 市町村図書館等職員研修は、講師謝金を予算

化していないこともあり、講師は県立両館及び

市町村立図書館の職員である。 

 県立図書館の職員は、研修のリハーサルを兼

ねて館内職員対象の「ミニレクチャー」を行っ

ている。これは、法律関係のレファレンス・サ

ービス、といったテーマについて研究し講義を

行うもので、資料作成やプレゼンテーションの

トレーニングともなっている。同時に、館内職

員はそのテーマについての知識を深めること

ができる。講師となる職員と受講する職員の双

方にとってメリットがあると考えている。 

（6）数値目標の設定 

 当館では、平成 17 年度から図書館活動の数

値目標を設定している。目標項目の 1 つに「市

町村立図書館職員等研修参加者数」があり、平

成 19 年度の場合、前年度より２％増を目指し

ている。平成 18 年度は、それまで毎年参加者

数が減少していたため、前年度並みの目標を立

てたが、達成率は 156.4％と目標を大きく上回

った。テーマに工夫をしたこと、早くから募集

をかけたことが、参加者増の理由であると考え

ている。 

 数値目標には他に、「職員研究活動及び成果

発信件数」がある。これは、研修等の講師回数

や、雑誌等の論文執筆の件数を合計するもので、

「話して書ける図書館員」を目指すものである。

平成 18 年度は事業部門職員１人当たり年間１

講師或いは執筆を目標としたが、211.1％の達

成率であった。 

 

３ 神奈川県図書館協会が主催する研修会 

 神図協は、神奈川県内の公共・大学・専門図

書館の計 129 館（平成 19 年４月現在）が加盟

する組織である。会員館の職員を対象とした研

修会は、同協会の主要事業の一つである。研修

会の企画実施は、川崎市立中原図書館長を委員

長とする研修委員会によって行われている。県

立両館の職員も委員となっており、県立図書館

が主催する研修と内容や時期が重ならないよ

う調整している。委員は委員長を含めて 15 人

（平成 19 年度は１人欠員）であり、公共・大

学・専門図書館職員が委員となっている。 

 研修会の内容は新しく建設された図書館な

どの施設見学、児童サービスや著作権、PR など

をテーマとした講義など、県立図書館の研修と

は重ならないものを選んでいる。講師謝金が予

算化されているため、大学の教員など外部講師

に依頼することも多い。また、毎年秋にパシフ

ィコ横浜で開催される図書館総合展の神図協

主催フォーラムも研修委員会が運営している。 

 受講対象者は、神図協加盟館の職員としてお

り、常勤・非常勤かは問わない。また、委託先

企業の社員であっても、図書館が派遣する場合

は受け入れている。 

 

４ 体系的な研修のメリットと課題 

 県単位の研修が体系的に行われているため、

市町村立図書館は計画的に職員を受講させる

ことができる。これが体系的な研修の最大のメ

リットであるだろう。年度当初に年間計画が示

されるため、受講計画が立てやすいと考えられ

る。 

 課題は、体系的な研修であるにも関わらず、

体系的に受講することが難しいことである。理

由としては、派遣する図書館に充分な旅費が確

保できないこと、行政職職員や非常勤職員が増

加したため、継続的に図書館業務を行う職員が

減少したことが挙げられる。今後もこの傾向が

更に進むと考えられることから、出張研修やイ

ンターネット経由での通信講座など、新たな方

法を模索している。 

（神奈川県立図書館 石原 眞理） 



（神奈川県立図書館：参考資料） 

 

市町村図書館等職員研修実施要項 

 

（趣旨） 

第1条 この要項は、市町村図書館等職員に対する研修の実施に関し、必要な事項を定める。 

 

（種類） 

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。 

（1）基礎研修 

（2）専門研修 

（3）受入研修 

 

（対象） 

第 3条 研修の対象は、市町村立図書館及び公民館等図書室並びにその他類似施設の職員とする。 

（1）基礎研修は、原則として実務経験 3年以内の職員について実施する。 

（2）専門研修は、図書館業務について相当程度の経験を有する職員について実施する。 

（3）受入研修は、県立図書館における一定期間の実務研修を市町村から依頼された職員について実施す

る。  

 

（実施回数及び期間） 

第４条 研修の回数および期間は、原則として次のとおりとする。 

（1）基礎研修は、年数回、各１～２日間とする。 

（2）専門研修は、業務別に年１回、１～２日間とする。 

（3）受入研修の期間は、依頼市町村と協議して定める。 

 

（内容） 

第 5条 研修の内容は、次のとおりとする。 

（1）基礎研修は、収集・整理、閲覧・貸出、レファレンス等について、講義・実習・事例式で実施する。 

（2）専門研修は、図書館経営（収集・管理等）・サービス業務、レファレンス業務、地域資料業務等に

ついて、講義・実習・事例式で実施する。 

（3）受入研修の内容は、依頼市町村と協議して決める。 

 

（研修計画） 

第 6条 この研修の実施については、市町村図書館等職員研修実施計画を作成する。 

 

（その他） 

第 7条 この要項に定めのない事項については、別に定める。 

 

 

附則 

 この要項は、昭和 59年 4月 1日から施行する。 
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２ 市町村図書館職員向け研修「大阪府図書館司書セミナー」 

 

１ はじめに 

(1) 大阪府立中央図書館の概要 

 大阪府立図書館は中央図書館・中之島図書館

の２館体制をとっている。中之島図書館は明治

37 年開館の 100 年以上の歴史を持っており、長

らく大阪の図書館の中心的存在であった。平成

８年より大阪資料・古典籍中心のサービスに転

じ、平成 16 年度からはこれに加えてビジネス

支援も柱に据えてサービスを展開している。 
中央図書館は平成８年５月に「生涯学習時代

の大型図書館」として開館した。 

南北に長い大阪府の中ほどに位置しており、

車での運行は問題ないが、南北方向に鉄道の便

がないために府内各地域から電車で来館する

にはあまり便利な場所とは言えない。 

地上４階、地下２階の建物で、床面積 30,770

㎡、蔵書数約 170 万冊（平成 18 年度末）、閲覧

席は 840 席。平成 18 年度実績は、個人貸出約

95 万冊（内小学生以下への貸出 15.5 千冊）、府

内公立図書館への協力貸出６万冊、協力レファ

レンスは 230 件であった。 

職員数は 72 名。組織は館長・副館長の下、

総務課と司書部があり、司書部は情報システム

担当の２人を除いて全員司書（56 名）である。 

研修は司書部企画協力課振興係が担当して

いる。職員数は５人（司書３＋情報システム担

当２）。府内図書館振興と図書館電算システム

担当の係で、府内図書館員向け・館内職員向

け・府民向け研修の他、展示、ホームページの

管理、イベントの開催、図書館実習や視察の受

け入れ、関連団体の事務局、また府立両館の電

算システムや横断検索システム等の管理運営

の仕事を行っている。 

(2) 大阪府内公立図書館等の概要 

 府内の自治体数は 43。この内、図書館設置自

治体は 36 で設置率は 84%である。未設置市町村 

には公民館や生涯学習センターの図書室を対 

 

象に協力業務を行っている。 

 「平成の大合併」で合併した自治体は１町の

み。もともと図書館が設置されていた自治体で

あったので、府内の設置率は合併後も変わらな

い。 

図書館数は 139 館である。 

 平成 15 年から 19 年の５年間に図書館数は５

館増えたが、正規職員数については１市を除い

て府全体では 15％減（１市のみ 27％増）。平成

19 年度の司書率は 74％である。 

 

２ 「大阪府図書館司書セミナー」の概要 

(1) 経過 

 「司書セミナー」は平成９年度に「大阪府図

書館職員研修」としてスタート。平成 13 年度

に「大阪府図書館司書セミナー」と名称変更し、

16 年度から募集対象を図書館職員に加えて図

書館ボランティア等にも広げた。毎回数名の参

加がある。 

 図書館ボランティアにまで対象を広げたの

は、活発な図書館活動は、職員のみならずボラ

ンティアの方の支援の力も大きく寄与してい

るので、大阪の図書館活性化のためにはボラン

ティアの方のスキルアップも重要な要素であ

ると考えたからである。実際、ボランティア側

からも研修の機会を望む声がそれまでのアン

ケート調査などで挙がっていた。 

（2）平成 18 年度の研修内容について 

 平成 18 年度は７回の研修を行った。会場は

初年度から毎回、当館の 72 名収容の会議室で

行っている。 

 時間は、18 年度は全て 13:30～17:00 までと

した。 

 ア 第１回目 ９月 22 日（金） 

講師：鳥取県自治研修所長 齋藤明彦氏 

テーマ：「鳥取県の図書館政策－予算の獲得

と行政との交渉」 
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鳥取県立図書館長時代に「地域に役に立つと認

められる図書館」「教育機関の枠を超えた情報提

供機関」への改革に向けて様々な機関・団体など

と協力した事業例を紹介してくださった。また、

財政課でのご経験に基づいた予算獲得への対行

政戦略についてなど、図書館政策の全体像から実

務的なポイントまで、具体的かつ分かりやすくご

説明いただいた。 

 イ 第２回目 ９月 29 日（金） 

講師：兵庫県立図書館 福本悟氏 

テーマ：「学校からみた公共図書館の児童サー

ビス」 

教職員のご経験から学校・子どもたちの現状を

具体的に語られ、公共図書館の児童サービスの充

実について学校流に考える機会となった。まずは

教師に図書館の役立ち感をアピールすること。

「子どもたちのため」という目的を共有し、学校

との連携で共に成長できる関係を築く事が重要

と指摘された。 

 ウ 第３回目 10 月６日（金） 

 講師：東近江市立能登川図書館長 才津原哲弘

氏 

テーマ：「図書館サービスのＰＲ－能登川図書

館のホスピタリティ」 

「図書館は魂を癒す所」ということを本気で考

えた図書館づくり。そんな図書館の働きを地域、

学校、自治体へと伝えるあたたかいＰＲ活動を紹

介された。利用者一人一人の顔が見える、声が聞

こえる接し方がホスピタリティであり、図書館の

場を通じて本と人、人と人との繋がりを深めてい

くことの大切さを説かれた。 

 エ 第４回目 10 月 13 日（金） 

 講師：京都南病院図書室 山室眞知子氏 

テーマ：「医学・健康情報提供サービス－京都

南病院の現状と公共図書館への期待」 

病院スタッフ、患者、一般市民に医療情報提

供を実践する病院図書室での司書業務につい

て、具体的な話をもとに、公共図書館でできる

医学・健康図書の選書・分類・配架など取り組

みへのポイントを示された。医学系図書館は専門

書収集、公共図書館は入院患者への読書サービス

を、など連携への期待を語られた。 

オ 第５回目 12 月１日（金） 

 講師：大阪国際児童文学館 土居安子氏 

    箕面市立豊川南小学校図書館 右田 

ユミ氏 

テーマ：ブックトーク－その意義と役割 

 子どもに本を手にとってもらうため、一つのテ

ーマで異なる視点から様々な本を関連づけて紹

介するブックトーク。講師二人が実演後、構成・

紹介の手法を明確に説明された。その後の参加者

のグループ討議は学校・ボランティアの関わりと

役割を考える機会ともなった。 

 この講演に先立ち、大阪府教育委員会地域教育

振興課社会教育主事の伊藤雅司氏から、市町村子

ども読書活動推進計画の策定について、話があっ

た。各市町村での策定状況を報告、現在検討中の

17 市町村に向け、計画の有効性の事例（予算獲

得、学校や他機関との連携実現など）を示し、策

定への働きかけを行った。 

 カ 第６回目 12 月８日（金） 

 講師：実践女子大学図書館 伊藤民雄氏 

 テーマ：「インターネットで文献検索－無料サ

イト活用術」 

 『インターネットで文献検索』の著者を講師に

迎え、情報検索に有効な Web サイトの活用例をご

紹介いただいた。また、的確なレファレンス・サ

ービス提供について体系的な解説をしていただ

き、今後の図書館員のさらなる資質向上につなが

る充実した講義内容となった。 

 キ 第７回目 12 月 15 日（金） 

 講師：東京都立中央図書館 真野節雄氏 

 テーマ：「図書館資料を保存する－防ぐこと・

治すことの基礎知識」 

 内容：日本図書館協会資料保存委員会で『防ぐ

技術・治す技術－紙資料保存マニュアル－』編集

にも携わった真野氏から、傷めないための対応、

傷んだときの対応を解説と実演でわかりやすく

ご説明いただいた。 
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(3) 研修への評価 

 全回の延べ参加者数は 433 名。毎回アンケート

をとった。回収率は 69％。研修が早めに終わる

と回収率が高くなり、長引くと低くなるため、回

収率は内容の評価には繋がらない。 

７回のアンケート全体をまとめた結果では、テ

ーマについては、「とてもよかった・よかった」

が 93％。「ふつう・その他」が７％。 

講師については、「適切だった」が 85％。「ふ

つう」が 14％。「適切でない・その他」が１％。 

講師の話の分かりやすさは、「分かりやすかっ

た」が 80％。「ふつう」が 18％。「分かりにくい・

その他」が２％。 

仕事の上で参考になったかは、「とても参考に

なった･参考になった」が 97％。「参考にならな

い・その他」が３％であった。 

全体に、研修を受けてよかった、得るものがあ

ったという評価をいただいているようである。 

研修は毎年、実用的な内容、明日からでもすぐ

に使えるノウハウが盛り込まれたものが喜ばれ

る。また講師の現場仕事への熱意がひしひしと感

じられると刺激を受けることができ、評価が高い。

逆に理論的なものは「とてもよかった」より「よ

かった」の方が多くなってしまう傾向がある。 

 

３ 講師とテーマの選定 キーワードは「旬」 

「司書セミナー」は毎年、６～７回の研修を、

秋から冬にかけて行っている。企画は前年度の３

月までには大体の骨組みを作っておくが、本格的

に準備を始めるのは新年度になってからである。

決まった手順はなく、「面白そうだ」と思われる

講師やテーマを日常的にピックアップしておき、

最終的に謝礼と旅費の配分を考えつつ、東京方面

などから招聘できる講師の数の見当をつけて、調

整する。 

選定のキーワードは「旬のテーマ」。図書館雑

誌などに掲載された論文や新しく出た本、他機関

の講演会などをチェック。また、講師から更にま

た他の人をご紹介いただくなど、人と人との繋が

りで広がっていくこともある。アンケートに「希

望する講師やテーマ」を書いてもらっているので

これも参考にしている。大阪の公立図書館の現状

と課題を考えながら、これからの運営やサービス

展開に参考となりそうなテーマを、なるべく多様

なメニューになるよう心がけて選定している。 

 

４ 他の研修との関連について 

 当館で府内図書館員向けに毎年開催している

研修としては、他に「参考業務実務研修」と「児

童奉仕実務研修」がある。共に大阪公共図書館協

会から依頼されて開催しているもので、前者は昭

和 49 年度から開始。当館のレファレンス担当の

職員が講師となって実習を行っている。長い歴史

の中でやり方は変わってきているが、現在は数コ

ース作り、内容によって対象を「概ねカウンター

経験年数５年未満」「同３年以上」「経験年不問」

に分けている。 

後者は、大阪府立国際児童文学館と当館が協力

して企画運営しており、外部講師を招聘して研修

を行っている。この研修は全３回で、応募は全回

通しで参加可能なことを条件としている。各年の

内容により募集時の経験年数の設定が異なり、平

成 18 年度は「公共図書館のボランティア支援を

考える」というテーマで経験年数５年程度の人、

平成 19 年度は「図書館でのおはなし会のあり方

を考える」というテーマで経験年数２年以上の人

とした。 

この研修は平成 16 年度から開始したもので、

これは「司書セミナー」において「実務」に重き

を置いた研修に対する要望が強いことから開催

することとなったものである。この研修について

の詳細は文部科学省の『図書館職員の資格取得及

び研修に関する調査研究報告書（平成19年3月）』

をご参照いただきたい。 

 

 



(大阪府立中央図書館) 
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５ 課題 

（1）「司書セミナー」について 

 ア 参加者について 

 全回参加された受講生には修了証を発行して

いる。平成 16 年度には４人、17 年度には７人（内

２人は当館職員）該当者がいたが、18 年度は１

人、しかも図書館職員ではなく住民の方であった。

今年度はとうとう該当者なしとなった。 

 よく参加される館と参加の少ない館はいつも

一定していて、これは「司書セミナー」に限らず

研修全般に共通している。必ずしも職員数の多い

所がたくさん参加するというわけでもない。館と

しての研修に対する位置づけの違いなのかもし

れない。 

「司書セミナー」は開催案内の通知だけでいつ

もある程度の参加数があるため、特に意図的に強

く参加を呼びかけるといった努力は今のところ

行っていない。今後は参加の少ない館に働きかけ

て、全ての館に職員のスキルアップの重要性を認

識してもらい、府内全ての図書館員が学ぶ場とし

て定着させていきたい。 

イ 研修の仕方について 

研修の形は、講師の講演を聞くというものが多

く、ワークショップなどの参加型のものも今後は

増やしていく必要があると思っている。今年度は

事前課題の出された研修が２つあったが、受講生

は研修の内容に入っていきやすく、また事前課題

についてのコメントがあるため緊張感もあり、参

加者の評価は高かった。ただし、講師には事前に

相当の時間を割いていただく必要があり、また事

務局も事前課題の回収や未提出者への督促など、

事務量がかなり増える。充実した中身の濃い研修

を設定するには、設定するほうの力量も問われる。 

（2）研修の体系化について 

 当館では先に触れた「参考業務実務研修」で経

験年数による内容の違いを多少は設けているが、

特に体系立てて「初任者研修」「中堅研修」とい

った研修を行ってはいない。これは当館職員対象

の研修でも同様である。図書館の多様なサービス

の基本となる知識やノウハウを身につける基本

的な研修、更にそこから新たな展望を持ってサー

ビスを展開できる力をつけるレベルアップの研

修など、はっきりと段階を示して体系を組み立て

て、館員を研修に派遣する管理者、あるいは研修

受講者自らが見通しを持って受講計画を立てら

れるような研修を設定する必要もあるのではな

いかと考えている。 

 

６ むすび 

 「これからの図書館の在り方検討協力者会議」

や図書館法改正の論議の中など様々な場で研修

の必要性が検討されている。国立国会図書館や国

立教育政策研究所、国際子ども図書館等主催の研

修などは開催地が東京に集中していて少数の人

しか受講することができない。関西には国立国会

図書館関西館があり、また日本図書館協会のステ

ップアップ研修の大阪での開催が検討されてい

るなど他の地域に比べれば恵まれてはいる。しか

し講師候補はやはり関東に多く、予算の許す範囲

での招聘となる。それがまた、関西圏の講師候補

者の発掘と養成になっている面もある。研修は、

受講する側だけではなく、企画運営し、また講師

となる側のステップアップの場ともなる。他地域

の研修にも触れる機会を設けるなど、研修そのも

のをステップアップさせていく研修も欲しいと

ころである。 

（大阪府立中央図書館 企画協力課   

池内美和子） 
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３ 山口県における図書館新任職員研修 

 

１ 山口県内の図書館事情 

（1）山口県立山口図書館の職員体勢 

 平成１９年度の山口県立山口図書館（以下

本項では「県立」）の組織は、館長を筆頭に

２名の副館長（内１名は企画振興課長を兼務）

の元に、次の組織構成となっている。 

・総務課（課長、主任主事１名、主事３名、

嘱託１名） 

・企画振興課（課長、主査１名、主任１名） 

・資料情報課（課長） 

  資料情報班：主査３名、司書３名 

        嘱託２名、臨時１名 

郷土資料班：主査３名 

・事業推進課（課長） 

  地域協力班：主査３名、主任１名 

       ※内２名は、点字図書館兼務 

こども読書推進班：主査１名 

主任１名、司書１名 

 以上 31 名体勢の内、正規職員は 27 名であ

り、その内の司書有資格者は 21 名で司書率

78％である。また、嘱託・臨時職員４名は全

員が司書資格を有している。 

(2) 県内公共図書館の現況 

 平成 14 年４月当時は 56 市町村の自治体が

あったが、平成 19 年４月現在の自治体数は

22 市町と減少した。その内で公共図書館のあ

る自治体は 20 市町で、50 館（分館・分室の

５館を含む）ある。この 50 館の職員（兼任・

非正規を含む）総数は 398.1 名いる。 

 合併が始まる直前の平成 14 年度当初の数

値を比較すれば、46 館の 職員（兼任・非正

規を含む）総数は 337.6 名いた。専任職員に

関する５年間の司書率の変化は、表 2.3.1 の

とおりである。 

  また、この５年間に、正規職員の司書有資

格率が２％落ち、非正規職員は８％上昇した。

そして、正規職員率が 41.8％から 38.4％とな

り 3.4％下落している。 

表 2.3.1 市町村立職員数の変化 

 館数  

（館）

専任   職員数   司書  司書内訳  

 (人)   (人)  (％) 

正規   130     59     45 
平14 46 

非正規 180.6  79.9   44 

正規  139    60     43 
平19 50 

非正規 223   115.8   52 
※）この場合の「専任」は「兼任」職員ではないとい

う意味。 

  ※）日本図書館協会に準じ、年間実労働時間の合計が

1,500 時間で１人として換算。 

 

２ 「図書館新任職員基礎講座」の概要 

（1）経緯 

 従来より市町村図書館から希望の強かった

新任職員の合同研修会を、平成 13 年度から開

始した。予算措置のないまま開始した事業で

あり、当初から県立を会場とし、県立職員が

講師を務めることとなった。 

 開催時期は、新任職員が着任して間もない

新年度のできるだけ早い時期（１～２か月後）

に実施している。各市町村図書館で新任職員

のための研修を実施することが困難であり、

県立図書館で一括して行えば、ある程度の体

系的研修や全国動向を知ることができるとい

うメリットがある。また、県内の新任職員同

志や県立図書館職員との人的ネットワークの

手掛かりを得ることも期待されている。 

（2）講座の概要 

 講座の企画は事業推進課で行い、講師分担

は司書が当該年度の業務担当ごとに受け持っ

ている。平成 19 年度は、１日の講義時間を従

来よりも 30 分長くとり、全３日間で 13 時間

30 分とし、次のとおり実施した。 

ア 趣旨・目的  

 新規採用及び異動等により新たに図書館へ

配属された職員を対象として、公共図書館の

社会的役割・使命についての理解を深め、円

滑に職務遂行が図れるよう図書館職員として

必要な基礎的事項の修得を目指す。 
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 イ 日程及び内容                    

第１回（５月 18 日）  受講者 21 名 

・「公立図書館の必要性とその役割」（110 分） 

・「図書の選書・発注・目録・配架・蔵書更 

新」（45 分） 

・「逐次刊行物の収集・整理・保存」（45 分） 

・「郷土資料の収集・整理・保存」（55 分） 

・質疑応答（10 分） 

第２回（６月１日）  受講者 21 名 

・「児童サービスについて」(120 分）  

・「図書館サービスのポイント」（90 分） 

・「図書館サービスと著作権」（50 分） 

・質疑応答（10 分） 

第３回（６月８日）  受講者 18 名 

・「ネットワークと図書館協力 」（120 分） 

・「サイボウズの利用法について」（45 分） 

・「Libstaff と図書館協力 」（55 分） 

・「質疑応答」（30 分）（回答者：副館長兼

企画振興課長、資料情報課長、事業推進課

長の各業務課長が担当） 

・館内見学（20 分） 

 申込者数は 24 名で、受講者数の延べ人数は

60 名であった。合併直前の平成 14 年度の

申込者数 29 名で、職員数自体は増加して

いるが、年々受講者数は減少傾向にある。 

ウ 留意点 

  新任職員講座で心がけていることは、短時

間の内に、図書館の全体像をおぼろげにでも

掴めるようなプログラムを組むことである。

資料組織の基礎、多様なサービスとその手法、

図書館の社会的責任、図書館を取り巻く社会

環境の動向、関連組織の紹介並びに利用法な

どいずれも深くは立ち入れないが、理念的な

ものから技術的なものまでを幅広く説明して

いる。さらに深く学ぶための参考資料等の紹

介も欠かせない。しかし、基本的には図書館

の重要性を認識してもらうことが要である。 

 困難な点は、受講対象者を一視同仁に扱え

ないことである。年齢幅の大きさ、司書資格

の有無、正規・非正規の身分的な差、経験や

関心の差、求める内容（即効的技術か基本的

な理念）の差が大きい。これらのことから、

講師担当者には、専門用語には平易な言葉で

説明をほどこし、広がりのある内容となるよ

うな工夫を指示している。 

（3）他の県立主催研修会との比較 

 県立が主催するその外の研修会には、秋に

開催する「公立図書課職員等専門講習会」が

ある。この講習会も、平成 13 年度から開始し、

僅かだが外部講師を招聘できる予算措置（平

成 19 年度は 75 千円）がある。受講対象者は

公共図書館の中堅職員であり、ほかにも大学

図書館職員や山口県図書館協会個人会員で関

心がある者なら参加の案内もしている。 

 この研修会も、興味のある講義のみを選択

的に受講はできるが、修了書等の発行は一切

していない。最近では、全科目を通しで履修

する受講者数は減少している。 

 ア 公立図書館職員等専門講習会の内容 

 平成 19 年度は全４回行い、申込者総数（県

立図書館職員を除き）は 74 名である。年度に

よって波があるものの、全体的に受講者数は

減少傾向といえる。 

第１回（９月 21 日） 23 名 

・「図書館の自由を考える ～事例とその対 

処法～」（120 分）  内部講師 

・「図書館の資料選択 実践篇」（150 分） 

 内部講師 

第２回（10 月 19 日） 30 名 

・「国立情報学研究所の使い方」（120 分） 

 外部講師 

・「国立国会図書館の活用法 ～レファレン 

ス協同データベースを中心に～」（150 分） 

 外部講師 

第３回（11 月９日）  21 名 

・「公共図書館の障害者サービスとは何か、 

対象となる利用者」（120 分） 外部講師 

・「障害者サービスの具体的実施方法と事例 

紹介」（150 分） 外部講師 

第４回（12 月７日）  37 名 
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・「基本的な郷土資料の紹介 ～文献解題及 

び利用法～」（120 分） 内部講師 

・「資料保存と図書の補修」（150 分） 

 内部講師 

 イ 比較 

① 受講申込者数は、対象者を新任に限定し

ている新任講座の方が少ないのは当然で

ある。その分、会場づくりや実技指導など

で自由度がもてるし、うち解けて濃密な研

修が可能となる。 

② テーマ選定については、新任講座は短期

日程の中で図書館の全体像を示すために

網羅性が求められるので、内容的な深まり

は期待できない。一方の中堅職員を対象と

する専門講習会は、現代的課題を取り上げ

たり、テーマ選定の自由度が大きい。受講

者等からのアンケート結果等から、次年度

のテーマ・講師候補・受けたい講義案を参

考にしている。因みに、平成 19 年度は丸

一日をとって以前から希望があった「障害

者サービス」を開講することができた。 

③   新任講座は、予算措置されていないので

外部講師の招聘ができない。しかし、県立

図書館職員同士なので企画担当者と講師

の打合せが日常可能となり、方向性の乖離

は少ない。  

④ 新任講座は、新任者にいち早く図書館へ

の理解を深めるという目的があるため、年

度替わりから２か月以内の開催となる。そ

のため、県立の新担当者に講師を依頼する

際、準備期間が少ない、或いは資料づくり

が間に合わないという苦言を呈されるこ

ともある。 

⑤ 新任講座では、質疑応答の時間を最終日

に 30 分と長めに取っている。質問に応え

る職員は各業務の３名の課長で、日常業務

の多様な質問を受け付けている。 

 

３ 県立職員の講師養成とその評価 

 県立職員は、職業柄のせいか小さな声の職

員が多く、折角の内容が十分に伝わらないこ

ともあった。このような反省から、特に若い

職員に対して、講師の意味合いや意識改革を

事前に注意喚起をするようにしている。次ぎ

にその注意点の一部を紹介する。 

【心構え】 

・講師は「受講者の貴重な時間を預かる」「公

費が使われる」ことを充分認識しておくこと。 

・講師の責任範囲は講義当日だけでなく、事

前の資料作成から質問回答まであること。 

・研修会は、講師の自己満足の場ではなく、

受講者のための場であること。 

・困難な質問等を受けたとき、謙虚に受け止

め、その場凌ぎの回答はせず、充分な調査

後に回答すること。 

【内容】 

・受講者が一つでも「役立つ」「活かせる」

「考えさせる」講義内容に努めること。 

・研修企画者の意図を理解し、講義すること。 

・比喩的表現を用いるなど、受講者の理解が

深まるように工夫すること。 

・研修会の事前には、何度か模擬的講義を行

い、内容点検・時間配分を確認すること。 

・話す内容等はノート化しておくこと。 

【話し方】 

・発声練習は２週間前から開始すること。 

（マイク無しでも受講者へ明確に声が伝

わるように、腹式呼吸法による発声練習や

話すスピードなどを確認する） 

・発声時は、下を向いたり、口を手で塞いだ

り、後ろ向き（板書）の姿勢で話さないこ

と。（その場合は意識的に大声を出すこと） 

・同じ接続詞を多用しないこと。 

・「馴れ馴れしい」話し方は厳禁。 

・重要事項やポイントは、２度以上話すこと。 

・冗談や脱線は話術上認められるが、一部の

人でしか理解できない話題は避けること。 

・受講者を飽きさせない工夫をすること。（グ

ループ討議などの講義方式等を検討する） 

・専門用語は用いても良いが、分かりやすく
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説明すること。 

・自身の話し方のスタイルを早く知ること。 

・話すときの視線は、会場全体を見渡すこと。

（数人の受講者の目を順番に見るなど） 

【その他】 

・口頭説明が困難なときは、板書をすること。 

・複数者で講義を行うとき、役割分担を明確

にし、相互補完すること。 

・製本補修などの実技を伴う場合は、手元が

確実に見えるように工夫すること。 

・「レジュメ」「配布資料」「Power Point」

等は、重要なプレゼンテーション手段であ

り、手抜き資料の作成は厳禁。参考資料の

紹介をするなど、受講者への便宜を図り、

分かりやすいレジュメ等を作成すること。 

・著作権には留意すること。（図版等を使う

場合は、引用・出典等を明示するなど） 

 

４ 今後の課題 

 アンケートや日頃の対話などから、市町立

職員の要望として「外部講師も良いが、県立

職員自らが研修会講師をして欲しい」という

希望があることが分かった。理由は、「親し

みを持っている」「県立との人的ネットワー

クを強くしたい」「図書館現場や県内の動向

を良く知っている」などである。 

（1）問題点（課題） 

 市町立職員からの研修機会への参加要望が

強いが、受講者の参加率は年々逓減している。

緊縮財政の影響もあるだろうが、県立職員が

出向くなど、早急に対策を講ずる必要がある。 

 新任講座に限定すれば、司書資格者もいれ

ば図書館に関心の薄い職員もいる。そうした、

経験幅の大きさのなかで、より効果的な研修

を工夫する必要がある。 

 ３日間という短い日程で、多岐にわたる図

書館の業務を伝えることは至難の業である。

特に若い職員には、即効性のある技術主体の

話を望む傾向があり、原理原則的な話を敬遠

する向きが気にかかる。 

（2）講師として養成するには 

 特に、初めて講師をする場合は、事前に講

義方法や内容等を企画者や上司等が充分確認

する必要がある。また、企画担当者や上司は、

必ず研修現場に立ち会い、講師の講義内容の

印象や評価等を本人へ伝えることは重要であ

る。そうして、足りなかった面を本人が自覚

し、改善しながら各自の個性にあった講師と

しての能力を養成する。いずれにしても、日

頃から、不特定の人前で分かりやすく大きな

声で話す訓練は欠かせない。 

（3）県立職員を講師にするメリット 

 講師指名すれば、発表（表現）せざるを得

ないため、いやが上にも自ら学習することに

なる。若いときから講師という課題を与える

と、県立職員としての自覚、責任、自信をも

ち、業務への取り組み意識が積極的になる。 

 一方、受講者からみれば、研修機会を通じ

て、県立図書館職員と近づけるので好評であ

る。研修機会は知識の習得だけでなく、人的

ネットワーク形成の足掛かりとなる。 

（4）今後の改善点 

 以前から、研修会を県内各地で開催して欲

しいという要望が多く、県立職員が講師とな

れば各地で研修会が開催できる。 

  講師としての質を高めるためには、日常的

に職員間で切磋琢磨できる発表機会を作る必

要がある。同時に客観的な評価ができるチェ

ックシートなどを作成する必要もある。 

 現在は、事務分掌上の講師分担をしている。

しかし、将来的には、各職員の担当専門分野

が身につくように組織的、体系的、計画的な

養成をする必要がある。各職員の関心や興味

を中心に配慮して、各人が複数部門（資料組

織、図書館経営、各サービス、諸語学、法制

度、情報システム、分野別資料論、情報検索、

書誌学などなど）の専門家となるように支援

することが肝要である。 

(山口県立山口図書館 事業推進課    

 上野善信） 
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４ 富山市立図書館職場（館内）研修 

 

１ 図書館の組織と職員数 

 富山市立図書館は本館１、地域館６、分館 17、

図書サービスコーナー１、自動車文庫３台によ

り図書館サービス網を形成している。このうち

地域館と２分館は平成 17 年度の市町村合併に

より加わった分である。 

職員数は平成 16 年度が 52 人（正規 32 人、

嘱託 20 人）、合併した 17 年度には 85 人（正規

43 人、定数外 42 人）となった。職員のうち司

書資格を持つ者は 16 年度が 49 人、17 年度は

60 人である。 

図書館の組織は本館に管理係（正規３人、非

常勤１人）、館内奉仕係（正規５人、嘱託２人）、

館外奉仕係（正規２人、嘱託２人、自動車文庫

運行は業務委託）、児童奉仕係（正規３人、嘱

託２人）、各分館に正規１人、嘱託１人、地域

館はおおむね各４人（うち正規は２人ないし３

人）という構成である。 

富山市では管理係の３人および地域館の３

人を除く正規職員は司書有資格者であり、図書

館に配属される新規採用も司書有資格者であ

る。すなわち、司書職制をとっているわけであ

る。 

合併以前から 5 月を除く毎月第１木曜日を整

理休館日とし、そのうちの半日を職員研修に当

てていた。合併後も研修の時間は同様であるが、

合併による７市町村の図書館を一体的に運営

してゆくため、ますます研修の必要性が増大し

た。 

 

２ 研修の考え方 

 職員の 70％以上が司書資格を持つ者である

が、４年制大学の司書専攻課程で司書資格を取

得した者ばかりではない。司書講座や通信教育

で司書資格を取得した者もあり、司書としての

基礎知識や習熟度も様々である。 

 また、図書館で働くときに司書資格だけでは

不十分であることは周知のとおりである。次々

に出版される図書や社会の変化に対応した知

識が要求される。この十数年はＩＴ活用能力、

ウェブ時代を生き抜く能力が要求されるよう

になった。 

 専門職の集団として職能を発揮するために

は、組織的な研修活動により職員全体のレベル

アップを図らなければならない。それには職員

一人一人の努力に待つのでなく、図書館として

組織的・継続的に職員の資質向上のための研修

を行うことがきわめて有効と考えている。 

また、研修は図書館の存続と発展のために行

うものであると同時に、職員が自分の仕事に価

値と充実感を持つためのものであるという一

面もある。 

職員ひとりひとりが何らかの専門分野の研

究ないし学習を継続的に行うことで、自分の仕

事に価値と充実感を発見させることをねらっ

て企画している。 

 

３ 研修の内容と研修時間 

 研修内容については、富山市が司書職制をと

っていることから、専門職としての技術・能力

の向上に主眼をおいている。 

 研修時間は毎月第１木曜日を整理休館日と

しており、この日の午後を集合研修にあててい

る。 

13：30～15：00 時事問題研修 

15：15～16：15 レファレンス研修と児童サー

ビス研修の２系統に分かれて研修 

 研修の体系は、体系というには少々面映ゆい

が、おおむね次のとおりである。 

（1）専門技術研修 

ア レファレンス研修 

正規職員を対象として、４グループ（１グル

ープ７人）に分け、参考業務の演習を行う。 

レファレンス・サービスに必要な基本知識お
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よび最新の知識を習得させることを目的とす

る。 

毎回事前にリーダーが問題を５問出題し、各

自レファレンスを行ってみる。これを研修日に

持ち寄り発表し合う。リーダーは全員の発表を

聴き、講評ないし方法を導き出す。年間８～９

回開催。 

イ 児童サービス研修 

嘱託司書を対象として初級コース１グルー

プ、中級コース３（または２）グループに分け、

読み書かせ、ストーリーテリング、ブックトー

クの基本について館内講師（児童サービス 30

年以上の経験者）による講義と実技指導を行う。 

 初級コースでは、読み聞かせ、ストーリーテ

リング、ブックトークの概論と実技指導。中級

コースでは、ストーリーテリングとブックトー

クの実技指導。 

（2）基礎知識研修 

ア 時事問題研修 

毎回図書館をめぐる様々なテーマ、郷土史、

図書館実務に関するテーマ、また県外出張によ

る視察の報告を館内講師により講義。 

受講者は全職員。ただし、整理休館日が設け

られていない一部の地域館、一部の分館職員は

受講できない。 

著作権、複本購入と公貸権、裁判員制度とい

うような問題から図書の補修技術、件名標目の

変更というような具体的なものまで取り上げ

る。 

講義により受講者が知識を共有できるほか、

館内講師に指名された者は、そのテーマについ

て学習し、これまでの経験を整理して、講義案

を作る必要があり、講師を務めることにより講

師本人のレベルアップをもねらうものである。 

 イ 一人一課題研究 

方法は、すべての正規職員に１年間に１課題

を研究させ、年度末にレポートを提出させると

いう単純なものである。 

課題は本人が自由に選び、勤務時間外に研

究・学習を行うため、レポート提出は強制しな

い。 

図書館に質問を抱えてくる利用者は自分で

何らかのテーマを調査・研究していて、ある文

献が必要になったり、ある事柄について調査が

必要になったりして、質問を持ってくることが

多い。 

職員自身がテーマを決めて、調査・研究活動

をすることで、利用者と同じ立場に立つことも

でき、文献の調べ方やレポートのまとめ方の学

習ができる。なんといっても課題をもって知的

生活をすることは楽しいことでもある。 

また、司書は図書館に長く勤務し異動がない

ため、とかく思考が硬直化しやすいものである。

図書館を離れた自由なテーマに挑戦し学習す

ることは、硬直化の防止にもつながると期待し

ている。 

これまで選ばれたテーマの一端を挙げると、

「司馬遼太郎『街道をゆく』愛蘭土紀行、オラ

ンダ紀行の引用資料の検証」、「書誌学の入門書

入門」、「クマのプーさんの世界」、「図書館評価

について」などである。 

 

４ 平成 17 年度研修内容 

（1）時事問題研修 

 （ア～キは館内講師による） 

  ア 複写及びインターネットと著作権 

  イ 複本購入と公貸権 

  ウ ビジネス支援サービス 

  エ 指定管理者制度と図書館 

  オ 個人情報保護 

  カ クレーム対応 

  キ 犯罪・迷惑行為・急病・事故の対応 

  ク ＡＥＤ使用法（消防本部から講師派遣

してもらい実習） 

（2）レファレンス研修 

 ６月～３月の年８回実施。各回とも４グルー

プに分かれてレファレンスの事例研究を行っ

た。 



（富山市立図書館） 

- 37 - 

本館平成 16 年度分の参考質問処理票から問

題を選び出題。リーダーは研修日の前月初旬に

課題を配布し、研修日に各自の調査のまとめを

グループ全員に配布。討議を行う。質問は、実

際に窓口で質問を受けたままの形で出題。つま

り質問文の中に誤りも含んだままのものであ

る。 

（3）児童サービス研修 

 ６月～３月の年８回実施。各回とも初級コー

ス１グループと中級コース３グループ（１グル

ープ７人）に分かれて、読み聞かせ、ストーリ

ーテリング、ブックトークの実技演習を行った。 

（4）一人一課題研究 

 ６月末までに各自の研究テーマを報告。１月

末ないし２月末までに研究レポートを提出。 

 テーマを申告した者 42 人、うちレポート提

出した者 35 人。 

 

５ 平成 18 年度研修内容 

（1）時事問題研修 

 （ア～コは館内講師による） 

  ア 課題解決型図書館 

  イ 裁判員制度（富山地方検察庁から講師

を招き講義形式で研修） 

  ウ 図書館資料の保存及び補修 

  エ 子どもの成長と読書の関わり 

  オ 新庄町歩き 

  カ 全国図書館大会岡山大会及び岡山県

立図書館について 

  キ いたち川 

  ク 図書館における視聴覚資料と著作権 

  ケ 図書館評価 

  コ インターネット情報の評価 

（2）レファレンス研修 

 ４グループ（１グループ８人）に分かれてレ

ファレンスの事例研究。４月～３月の年９回実

施。研修方法は 17 年度同様。 

（3）児童サービス研修 

 初級コース１グループ、中級コース２グルー

プに分かれて、読み聞かせ、ストーリーテリン

グ、ブックトークの実技演習。４月～３月の年

９回実施。 

（4）一人一課題研究 

 ６月末までに各自の研究テーマを報告。１月

末ないし２月末までに研究レポートを提出。 

 テーマを申告した者 31 人、うちレポート提

出した者 14 人。 

 

６ 研修の効果 

「児童サービス研修」での読み聞かせやスト

ーリーテリング、ブックトークについては、そ

れまで経験のなかった嘱託職員に実技演習さ

せるわけであるから、現場で使えるようになる

までには時間がかかるが、確実に効果が目に見

える。 

 「レファレンス研修」および「時事問題研修」

では、知識・情報の共有という点で、成果があ

る。しかし、レファレンスの現場で同じ質問が

くることは少なく、常に新しい質問が寄せられ

るものである。その場合でも調査法にはパター

ンがあり、参考図書やインターネットによる検

索に習熟するという点で、プラスになっている。

また自館のレファレンスコレクションも評価

するようになってきており、継続してゆくこと

で一定レベルに達することができると思われ

る。 

 時事問題研修では、たとえば合併以前は著作

権について特に研修を受けたこともなかった

職員には、図書館と著作権法の問題を取り上げ

ることで、新知識を学習できたはずであり、富

山市立図書館のどの窓口でも同じ対応ができ

るようになるという成果があらわれる。 

 一人一課題研究では、職員のモチベーション

を上げること、および自主的にテーマを決定し、

コツコツと学習ないし研究するという習慣を

身につけ、研究やレポート作成の手法を学ばせ

ることがねらいであったが、その成果はひとり

ひとりに問うしかない。 
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７ 課 題 

 それぞれの研修では次のようなことが課題

となっている。 

（1）レファレンス研修 

 ア 本館の参考図書室の参考図書を使用す

る場合が多く、問題が同じだと一時期に同じ参

考図書を調べることになる。（４グループに異

なる問題を出題することで緩和） 

 イ 自館の質問例から出題しており、もっと

広い範囲から出題し、レファレンスの幅を広げ

ることが必要である。 

 ウ 過去には毎週レファレンス研修を行っ

ていた時期もあり、現在では望むべくもないが、

研修量が少ないと考えられる。（週休２日制が

導入される前は毎週土曜日に実施） 

 エ 演習は各自が勤務時間外に行っており、

職員により意欲の差があり、その結果意欲のな

い職員は十分調べてこない。 

 オ 演習での調査の範囲が自館の参考図書

とインターネットだけなので、他の図書館のレ

ファレンスコレクションを知ることができず、

今後のコレクション形成のための知識が十分

補えない。 

（2）児童サービス研修 

 現在のリーダーは実務経験が 30 年以上ある

ベテラン司書だが、まもなく退職する。しかし、

次世代のリーダーとなる児童サービス専門の

職員はまだ若く、経験が少ない。次世代のリー

ダーを育成することが必要である。 

（3）時事問題研修 

 ア 研修のための予算がなく、講師は館内

の職員でおこなっている。講師を指名された

職員は講義案を作るに際して、最低でも５～

６冊の本は読まなければならず、それが館内

講師とするメリットでもあるが、負担に感じ

ている職員が多いと思われる。 

 イ 講師を選ぶ際には、15 年以上勤務の主査

司書（係長級）か副主幹、または主幹（課長級）

を選んでいるが、なかには講義として不充分な

場合もある。 

 ウ 図書館をめぐるテーマは無限にあるよ

うでありながら、実際に 1 時間ないし 1 時間 30

分以内に講義できるテーマと内容は限られて

いる。また、館内講師にそれをさせることが難

しいというテーマもある。 

（4）一人一課題研究 

 研究時間を設けているわけでもなく、レポー

ト提出も強制しない、「毎年１つのテーマにつ

いて学習または研究しましょう」というゆるや

かな申し合わせにすぎないものである。しかし、

図書館協議会委員から、「一人一課題研究」は

「過酷なのではないか」との意見も出るくらい、

この申し合わせを負担に感じる職員もいるよ

うである。 

17 年度のレポート提出率が 83％、18 年度が

45％と年々落ち込んでいる。継続して実施でき

るような工夫が必要である。 

（5）その他 

 平成 19 年 10 月から４分館の業務委託を開始

し、新たに委託職員の研修も行っているが、研

修があまり多種に渡るのは効率的ではないの

で、解決策を模索する必要がある。 

 

８ 専門委員会 

 当館では、研修とは別に、研究チームを編成

し、いくつかの図書館の実務または図書館にと

って極めて重要な問題を、継続的にまたは一定

期間を限り研究・検討している。 

研修とは性格を異にするものだが、研究成果

あるいは検討結果を職員研修のおりに報告し

周知するとともに、この専門委員会の研究・検

討活動それ自体がそれに参加する職員の研修

にもなっているので、以下に報告する。 

（1）図書館を考えるプロジェクトチーム 

 総合計画に新図書館の設計を位置づけてお

り、図書館内におけるその準備作業として、21

世紀の富山市立図書館はどうあるべきかを研
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究することを目的として設置。委員は 11 名。

委員は本人の意思により指名。夏季休暇を利用

して６名の委員が先進図書館を視察してきた。

報告書を作成の予定。 

（2）分類・目録委員会 

 視聴覚資料以外の図書館資料の整理技術を

研究し、資料の整理と運用を円滑に行うことを

目的に設置。委員４名。委員は図書整理経験年

数の長い者の中から指名。年６回程度不定期に

開催。平成 19 年度は件名標目の見直し、古典

籍の整理、地図の整理をテーマに研究。 

（3）音と映像資料委員会 

 視聴覚資料の整理と運用を円滑に行うこと

を目的に設置。委員５名。委員は原則として本

人の意思により指名。19 年度は視聴覚資料の整

理・運用マニュアルの作成を目指している。 

（富山市立図書館 本館 亀澤祐一） 
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５ 高知県立図書館の｢いつでも研修｣ 
 

１ 高知県内図書館の状況 
（1）高知県立図書館の状況 

高知県立図書館の組織体制は、専任職員 23

名である。内訳は、館長１名、次長１名、普及

協力グループ７名（移動図書館バス運転手 1 名

を含む）、情報資料グループ６名、利用サービ

スグループ８名となっている。カウンターサー

ビス補助として非常勤職員６名、対面音訳サー

ビスの補助として臨時職員１名を加え合計 30

名で運営している。司書の有資格者は、館長を

含め正規職員８名、非常勤職員６名の 14 名と

なっている。 

表 2.5.1 高知県立図書館組織体制 

職 種 
専 任

職 員 

非常勤

職 員 

臨 時

職 員 
合 計

事 務 11  1 12

司 書 8 6 14

指導主事 3  3

運転手 1  1

合 計 23 6 １ 30

＊平成 19 年度 高知県立図書館要覧より 

（2）高知県内市町村立図書館の状況 

高知県内図書館の設置率は 65.7％となって

いる。これは図書館の数は全く増えていないに

もかかわらず、市町村の合併が進み、53 市町村

が 35 市町村となったことから設置率が高くな

ったものである。市町村立図書館数は 23 市町

村 24 図書館となっている。私立の図書館とし

て NPO 法人高知こどもの図書館が１館ある。 

市町村立図書館の職員数は、総数 145 名であ

る。司書の有資格者数は、職員総数 145 名の内、

専任、非常勤、臨時職員を含め 52 名である。 

内訳は、高知市の専任司書８名、高知市以外

の市町村の専任司書 10 名、（７市町村立図書館）

非常勤職員、臨時職員の司書有資格者は、34 名

である。残り 127 名は、行政職員、非常勤職員、

臨時職員となっている。 

表 2.5.2 高知県内市町村立図書館組織体制 

職  種 
専任 

職員 

非常勤

臨時等
合 計

司 書 8 1 9
高知市

その他 17 8 25

司 書 10 33 43高知市

以外 その他 11 57 68

合 計 46 99 145

 ＊財団法人日本図書館協会調査（2007 年公共図書館調査

票より） 

 

２ ｢いつでも研修｣の実施概要 

（1）Ｈ町立図書館 

 人事異動で司書の有資格者職員が異動にな

り、行政職出身の職員が２名配置される。 

ア 研修日程 

Ｈ町立図書館の希望により平成 16 年４月 21

日、平成 16 年４月 27 日とした。 

イ 研修内容 

 Ｈ町立図書館の希望を取り入れた研修内容

とし、下記のように実施した。 

（第１日目） 

館内見学、図書館サービスの概要説明 

（第２日目) 

新刊図書の選定購入、閉架書庫の扱い、新聞

雑誌等の保存、児童サービスの基本 

ウ 教材内容 

図書館の仕事 （図書館の仕事作成委員会） 

（2）Ａ市立図書館 

平成 17 年４月より図書館業務の一部民間委

託を実施するため、正規職員を図書館から教育

委員会に引き上げ、委託団体職員３名による運

営となる。団体職員３名のうち１名が司書の有

資格者である。図書館の運営に携わった事がな

い団体職員であるため、できるだけ基本的な内

容となるよう留意した。 
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ア 研修日程 

Ａ市立図書館の希望により平成 16 年３月８

日から平成 16 年３月 13 日の６日間をＡグルー

プ、平成 16 年３月 15 日から平成 16 年３月 20

日をＢグループとして実施した。 

イ 研修内容 

（第１日目）  

館内見学、図書館法、図書館の自由、図書館

職員の倫理綱領、個人情報保護、基本的人権と

資料提供、図書館の仕事の流れ 

（第２日目） 

選書、資料整理事務、県内読書施設への県立

図書館の支援 

（第３日目） 

レファレンス（二次的ツール、事例、総合目

録）、著作権法、コピーサービス 

（第４日目） 

児童サービス（基本図書、選書、読み聞かせ、

おはなし、子ども室のレイアウト）NPO 高知子

どもの図書館見学 

（第５日目） 

カウンターでの接遇（実習）、高知市民図書

館の見学 

（第６日目） 

カウンターでの接遇（実習）、本の修理技術 

 ウ 教材内容 

図書館の仕事（図書館の仕事作成委員会） 

著作権テキスト（文化庁著作権課） 

図書館と著作権（社団法人 著作権情報セン

ター） 

（3）Ｎ町立公民館図書室 

 図書館の無い町の公民館図書室は、県内の読

書施設として大切であり、市町村から研修を受

けたいとの強い希望があったことから実施し

たものである。 

 ア 研修日程 

平成 17 年６月 21 日（火）と平成 17 年７月

５日（火）の２日間とした。市町村の業務の都

合上、火曜日が良いとの申し出があったことか

ら、この日程となった。特に研修内容は、選書、

資料整理事務、児童サービスについて学びたい

とのＮ町立公民館図書室側の希望により決定

した。 

イ 研修内容 

（第１日目） 

選書、資料整理事務、県内読書施設への県立

図書館の支援 

（第２日目) 

児童サービス（基本図書、選書、読み聞かせ、

おはなし、子ども室のレイアウトなど）、NPO 高

知こどもの図書館見学 

（4）Ｈ町立図書館 

 老人ホームの廃止に伴い、介護担当職員２人

が図書館に配置された。日常業務があるため、

研修日は木曜日が都合が良いとの申し出があ

った。 

 ア 研修日程 

 平成 19 年１月 11 日(木)、平成 19 年２月８

日(木)、平成 19 年３月８日(木) 

イ 研修内容 

（第１日目) 

図書館は何をするところ（館長講話） 

市町村立図書館に対する支援について 

（第２日目） 

カウンター勤務の実習、レファレンス（二次

的ツール、事例、総合目録）、著作権法、コピ

ーサービス 

（第３日目） 

選書、資料整理事務、高知市民図書館見学 

ウ 教材内容 

図書館の仕事（図書館の仕事作成委員会） 

著作権テキスト（文化庁著作権課） 

図書館と著作権（社団法人 著作権情報セン

ター） 

（5）Ｓ町立図書館 

 臨時職員が退職したため新しく臨時職員を

採用した。しかし、図書館の実務経験がないた

め研修をさせたいとの希望があり実施した。 
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ア 研修日程 

 市町村の希望により平成 19 年４月 10 日から

平成 19 年４月 11 日の２日間とした。 

イ 研修内容 

（第 1 日目）  

館長講話、県内図書館の現状、県立図書館の

支援内容、資料の分類・目録 

（第２日目） 

 児童サービス（ストーリーテリング研修会） 

資料補修、レファレンス（二次的ツール、事例、

総合目録） 

 ウ 教材内容 

 図書館の仕事（図書館の仕事作成委員会） 

（6）高知県立美術館（アートライブラリー） 

 美術館アートライブラリーの運営方法につ

いて、担当職員に基本的なことを学ばせたいと

の美術館館長からの申し出があり、実施した。

その後、当該研修生は、度々県立図書館を訪問

され、気軽に県立図書館の職員と業務について

話し合い、学ばれており図書館以外のネットワ

ークが結ばれつつある。 

ア 研修日程 

平成 19 年３月６日（火）から平成 19 年３月

９日(金)まで 

イ 研修内容 

（第１日目） 

展示テーマ選択と資料の収集、パンフレット

類の整理、レイアウト、テーマの設定、資料収

集、ポップの作成、展示資料排架の仕方、パン

フレット類紹介の仕方 

（第２日目) 

子ども室での展示方法、レイアウト、接客、

一般カウンターでの接客 

（第３日目) 

市町村支援事業の概要、資料検索（企画案で

使用する資料、リストアップ） 

（第４日目） 

資料の整理方法 

ウ 教材内容 

滋賀県東近江市立八日市図書館の排架写真 

日野市政図書室の排架方法 

宮崎県立美術館の図録の分類体系 

 

３ 研修の考え方、目的、研修内容 

(1) 研修の考え方と背景 

この研修は、基本的に初任者研修の位置付け

としている。また、研修時間は、原則として

AM9:00～PM5:00 としている。 

ただ、この制度を作った背景は少々深刻であ

る。この制度は平成 16 年度から実施している

もので、当時、国の三位一体の改革により、体

力のない高知県の自治体は、財源不足に喘いで

いる状況であった。県内の市町村立図書館には

県都高知市を除き、専任司書の配置が極めて少

ないことや、人事異動により一般行政職員が短

期間で配置転換されることが多くみられた。 

その結果、市町村行政部局から配置された職

員は、図書館の仕事をすすめるために必要な知

識や技能を習得することができないまま、出勤

したその日からカウンターに入ることになる

ため、カウンター内で途方にくれるといったこ

とが常に発生していた。このような状況をその

まま放置すれば、｢無料貸し本屋｣のそしりを受

けることにもなってくる。 

このことが、住民サービスの低下につながり、

図書館不要論や安易な指定管理者制度の導入

へと繋がることを少しでも防ぎたいという思

いが、県立図書館にはあった。 

（2）研修の企画・運営実施 

｢いつでも研修｣は、このような状況を少しで

も解決するため、迅速な対応と市町村立図書館

が知りたい情報や知識をスポットで提供する

ことを目指して企画されたものである。 

また、市町村立図書館は、｢県立図書館のお

客様｣であるとの考え方にたって、日程や研修

内容は、市町村立図書館側の希望を全て受け入

れて迅速に対応することを目指している。 

県立図書館以外の講師を選定し、会場を借り
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て多くの市町村立図書館職員等を対象に研修

の機会を提供するためには、多額の経費が必要

となる。 

しかし、高知県の財政状況から多額の研修費

用は獲得が困難であるため、会場は県立図書館

を使用し、講師は県立図書館職員がそれぞれの

役割を担うこととした。 

(3) 市町村立図書館等職員研修（いつでも研

修）実施要項 

（研修目的） 

第１ この研修は、市町村立図書館、公民館

図書室、教育委員会図書室（以下市町村立

図書館等という。）職員の専門性を高め、

県内図書館サービスの質的向上を目指す

ものとする。 

（研修対象） 

第２ この研修の対象者は、市町村立図書館

等で図書に関する業務を担当する職員と

する。（臨時職員、委託職員も含む。） 

（研修期間等） 

第３ 研修期間は、市町村立図書館等の申し

出により期間や時間を定め、年間を通して

随時実施するものとする。 

（研修場所） 

第４ この研修は、県立図書館内において実

施するものとする。 

（研修に要する費用） 

第５ この研修に要する費用は、県立図書館

の負担とする。但し県立図書館までの交通

費は市町村の負担とする。 

（研修内容） 

第６ 研修内容は、図書館業務を遂行するた

め必要な一般的知識、実技研修とし、市町

村立図書館等の希望により別に定めるもの

とする。 

 
４ 参加側図書館の意見 
(1) Ｈ町立図書館の意見 

（研修の成果と改善点） 

ア 資格や知識がないため困っていましたが、

図書館の基本的な知識が習得できたことは

良かった。 
イ 児童サービスの基本が理解できよかった。 
ウ 選書や収蔵庫の管理についてフェイスツ

ーフェイスで個別の相談が出来て良かった。 
(2) Ａ市立図書館 

（研修の成果と改善点） 

ア 基礎知識の習得が出来た。 
イ 県立図書館の収蔵庫の奥深さを認識でき

てよかった。 
ウ ストーリーテリングなど児童サービスの

基本が習得できた。 
エ 子ども室のレイアウトが参考になった。 
オ 人員が不足しているため、日常業務に追

われ出来ないことが多いが、県立図書館職

員の派遣事業（市町村支援事業）を知り、

今後積極的に活用したいと思った。 
カ 本の修復技術についてもっと詳しく知り

たいと思った。 
(3) Ｈ町立図書館 

（研修の成果と改善点） 

ア 老人ホームから突然図書館に転勤になり、

図書館の専門用語も理解できず、毎日途方

にくれて大変困っていたが、研修後は前向

きに仕事に取り組むことが出来た。 

イ ｢図書館はなにをするところ｣のテーマで

館長講話があったことから、自分達の図書

館に対するイメージとは全く異なっていた

ため、図書館に対する考え方が目から鱗が

おちるように変わった。 
(4) Ｎ町立公民館図書室の意見 

（研修の成果と改善点） 

ア 公民館図書室でも担当者を置けば、県立

図書館資料の相互貸借対象施設に参入でき

ることを知り、有効に活用している。 

イ 選書では単独の書店ばかりではなく多数

の書店で選ぶことの大切さを学んだ。 
ウ 子どもの絵本の書棚レイアウトは、子ど       
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もの目線に立つことの重要性を学ぶことが

できた。 
エ 県立図書館は雲の上の存在であったが、利

用しやすく、相談しやすくなった。 
オ 各種の研修に参加したいと考えているが

人員不足で、なかなか参加できない。県立図

書館の旅費負担で職員派遣による市町村支

援事業があることを知り、活用したいと考え

ている。  

(5) Ｓ町立図書館の意見 

（研修の成果と改善点） 

ア 図書館の基本的な役割が理解できた。 
イ 住民の目線になって考える、そこから各

自治体の独自の課題が見えてくることを学

んだ。 
ウ 事前に勉強できる読本を準備していただ

ければ、より深い理解が出来る。 

(6) 高知県立美術館の意見 

（研修の成果と今後の課題） 

ア 受入・登録の簡略化について教わり、役

に立った 

イ NDC に準拠していても、それにこだわらな

い本の並べ方があることがわかった。（必ず

しも０～９まで順番に並べなくてもいいと

いう意味） 

ウ 書庫の資料整理でも NDC にこだわらなく

てもいいことがわかった。 

エ チラシや広告の作り方を教わったことは

大変役に立っている。 

オ 雑誌付録の視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤな

ど）の整理・受入の仕方を習得できた。 

カ 研修の結果ミニ企画展を４回実施。 

 

５ 研修の効果、評価、今後の課題 
 県立図書館としては、平成 16 年当初の目的

は一定達成できたと考えている。特に市町村立

図書館は、県立図書館のお客様であるとの考え

方から、市町村立図書館側の申し出た研修日程

や研修内容をそのまま受け入れ｢いつでも｣｢迅

速に｣提供できたことである。 
また、このことにより県内図書館（県立美術

館も含む）からの県立図書館への信頼関係が高

まり、存在意義や認知度は高まっていると感じ

ている。 
 しかしながら、この研修は、ごく基本的な内

容が中心であり、図書館の政策的位置付けを一

挙に引き上げるほどの効果は、残念ながらまだ

出ていない。それを達成するためには｢いつで

も研修｣だけではなく、段階的に内容が高度化

していく研修メニューも整備する必要がある。 
  （高知県立図書館  堀川郁夫） 
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６ 公共図書館等職員研修の実践例 

 

１ はじめに 

 宮城県図書館では市町村図書館等への活動

支援と職員研修の充実を目指して、例年、公

共図書館等職員研修を計画している。これは

図書館業務の各専門領域における知識と技能

の向上を図り、地域住民への情報を発信する

図書館職員としての力量を高めることで、県

下全体の図書館サービスが向上することを目

的として実施しているものであり、以下は平

成 18・19 年度の研修の具体的な取組みについ

て述べたものである。 

 

２ 県内図書館事情 

 図書館設置率は 36 市町村中 21 町村で

58.3％となっている。合併により見かけ上の

設置率は高くなったが、状況はあまり変わっ

ておらず、県民にとっては身近に図書館が設

置されている状況とはいえない。また、予算

規模の縮小に伴い、人員が削減されるなどし

て１人あたりの業務量が増大していくなど、

人員と業務量が反比例した傾向にある。 

 そんな状況下にあっても、公共図書館の運

営に携わる職員は利用者にとって、最善のサ

ービスを提供していけるよう視野を広げ専門

性を高めていかなければならない。しかしな

がら、市町村職員からは人手不足のために研

修への参加が困難であること、また、小規模

館等は館内研修の企画・実施すら、時間的余

裕がなく不可能であることなどの声も上がっ

ているのが実情である。 

 

３ 公共図書館等職員研修会の概要 

（1）図書館職員研修の年間スケジュール 

 宮城県図書館では、公共図書館等職員及び

図書館未設置公民館図書室担当職員を対象と

して、職位や経験年数等に応じた以下の研修

を実施している。 

 

表 2.6.1 公共図書館等初任者研修会 

研修目的
図書館員としての基礎的な知

識・技術の習得を目指す 

実施方法 講義・演習 

テ ー マ
Ｈ18 読書へのアニマシオン他 

Ｈ19 分類について他 

研修会場 宮城県図書館 

研修期間 ４月下旬頃（１日） 

講  師 内部 

研修対象
図書館（公民館図書室含む）勤

務２年目までの職員 

 

表 2.6.2 公共図書館長・公民館長研修会 

研修目的

図書館の役割や必要性、そして

県内図書館サービスの向上を目

指す 

実施方法 講義・演習 

テ ー マ
Ｈ18 ＮＰＯと図書館づくり他 

Ｈ19 サービス計画と評価手法 

研修会場 宮城県図書館 

研修期間 ５月中旬頃（半日） 

講  師 外部 

研修対象
図書館（公民館）運営の管理的

立場にある職員 

 

表 2.6.3 公民館図書室担当職員研修会 

研修目的

専門的な知識を有する公共図書

館職員とは別に、図書館（室）

の基礎的な知識・技術の習得を

目指す 

実施方法 講義・演習 

テ ー マ
Ｈ18 児童サービス他 

Ｈ19 分類と修理他 

研修会場 宮城県図書館 

研修期間 ６月下旬頃（１日） 

講  師 内部 

研修対象
図書館未設置町村公民館図書室

担当職員 



（宮城県図書館） 

表 2.6.4 公共図書館等職員研修会１・２ 

研修目的 
各専門領域における知識・技術

の向上を図ることを目指す 

実施方法 講義・演習 

テ ー マ 

Ｈ18 ①サービス計画と評価 

②資料保存 

Ｈ19 ①レファレンスサービス 

   ②児童図書活動支援方法 

研修会場 宮城県図書館又は市町村図書館 

研修期間 

①９月中旬～下旬頃 

②11 月中旬頃 

（延べ３日） 

講  師 外部 

研修対象 

勤続年数に関係なく、市町村職

員全体向け。３日間とも同一人

が受講するとは限らない。 
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（2）研修の考え方 

 いずれの研修も、長期的なスパンや体系的

な研修としては設定していない。研修テーマ

等については、その時々で図書館に求められ

るニーズを把握したり、前年度の参加者アン

ケート結果を参考にしながら設定している。 

できる限り「講義＋演習」の方式で実施する

ようにしているが、半日研修の場合は時間的

な制約から講義のみの研修となる場合もある。 

 

４ 特徴的な研修の概要 

（公共図書館等職員研修会１の実績） 

（1）平成 18 年度 

 ア 研修テーマ 

 「図書館サービス計画と図書館評価」につ

いて、三村敦美氏（座間市立図書館）を講師

に招き、講義と演習を２日間にわたり実施し

た。演習では、自治体の状況を文章にしたり、

数値化するなどの分析、或いは自館の問題を

深く掘り下げてサービス計画を立案するなど、

企画する力の醸成も目指した。 

 イ 事前課題と評価等 

グループ演習形式でモデル館を選び、「自

治体の概要」「図書館の概要」「統計的な数値

分析」等を踏まえながらサービス目的・目標・

課題解決方法を計画するために、参考となる

資料の準備が必要であった。 

（2）平成 19 年度 

 ア 研修テーマ 

 「レファレンスサービス」について、斎藤

文男氏（富士大学経済学部教授）を講師に、

講義と演習を実施した。資料を提供するため

の方法・手段は貸出とレファレンスであるこ

とから、演習を交えながらその手法について

のスキルアップを目指した。 

 イ 事前課題の提出と評価等 

研修の効果をより高めるために、事前課題

として「参加者の自館で所蔵している資料で

調査し、レファレンス処理票を完成させる」

という内容のレファレンス質問（２題）を送

付している。研修会前日までの経過は次のと

おりである。 

表 2.6.5 研修会前日までの経過 

月日 経  過 

7/21～24 参加者集約 

7/25～27 研修生へＲｅｆ課題等送付 

7/28～ 研修生Ｒｅｆ課題調査期間 

～8/10 研修生Ｒｅｆ課題提出期限 

～8/13 課題とりまとめ（県図担当者） 

8/14 講師へ課題添削依頼 

8/15～ 講師課題添削（コメント）作業 

～8/24 講師より添削後の課題返却 

8/25～

9/4 

レジュメ・回答＆コメント集印刷

製本作業 

9/5 
レジュメ・回答＆コメント集を参

加者へ発送 

9/6～13 

9/6～20 

研修参加者 レジュメ・回答＆コ

メント集熟読期間 

9/14 研修会（県北会場） 

9/21 研修会（県南会場） 

当日は講師による解説等を行い、参加者は

その手法を再確認することができた。また、
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この他に調査戦略確立トレーニングとして、

講師が事前課題とは別の出題をし、その場（机

上）で自館の所蔵資料を思い浮かべながら調

査プロセスを端的にメモする演習など、参加

者の知識・技能が試される場面もあった。 

（3）事前課題の効果等 

上記（1）（2）、いずれの研修においても共

通することは、研修前の事前課題配布である。

限られた研修の時間内で発表や回答を求める

ことは困難であり、特に 19 年度のレファレン

ス研修のように事前に講師に添削をしてもら

うことで参加意識の高揚が図られるとともに、

研修会当日に事例を取り上げて講評してもら

うことで、より実践に生かされていくと考え

る。 

 

５ 研修運営における配慮事項 

（1）テーマの選定について 

 ここからは、平成 19 年度公共図書館等職員

研修会１で取り上げた「レファレンスサービ

ス」について述べていく。 

市町村図書館の規模や職員の異動等によ

るノウハウの蓄積、あるいは図書館職員と公

民館図書室職員の資質の格差などを配慮する

と、一定レベルの研修を設定するのは困難で

ある。こうした中でも、資料を提供するため

の方法・手段は貸出とレファレンスであるこ

とは図書館業務の基本であること、また市町

職員からも取り上げてほしいとのニーズが高

い「レファレンスサービス」を選定した。 

（2）講師の選定 

 近年では研修に要する予算も削減されてい

る。したがって、外部講師の選定にも予算面

の制約が大きく影響しており、苦慮している

のが実情である。そんな中で今回は、東北六

県内の大学教授相当（或いはそれ以下）で過

去に全国・東北規模の研究大会等で講師や助

言者等の経験のある、テーマに精通した講師

を条件に選定をした。６月中旬には内諾を得

て、研修内容や具体的な構成と時間、事前課

題等についての相談は電話・ＦＡＸ・メール

により適宜行った。 

（3）会場の選定 

 市町村図書館を会場とすることで他館の現

況なども知ることができることから、県北会

場と県南会場で中規模な２図書館を選定した。

その際、公共交通機関、駐車場の有無等も選

定の考慮とした。研修の合間には会場館の蔵

書診断をすることで、品揃えや棚作りなどの

参考としたり、また、会場館へのアドバイス

等も行ったりと双方にとってメリットがあっ

たようである。 

（4）研修日程と日数の設定 

 ア 研修日程 

 宮城県では毎週水曜日に協力貸出資料等を

市町村へ送付している。そのため翌日の木曜

日は各図書館ともその仕分け・貸出作業に追

われるので、研修は金曜日開催とした。 

 イ 研修日数 

 本研修会は２日間の研修日数で計画してい

る。例年は、連続する２日間で同一の参加者

を対象として開催していたが、小規模館等か

ら業務が手薄になってしまう等の意見があっ

たため、19 年度については２会場のうち、い

ずれか１会場１日のみ参加の研修日数に切り

替えた。 

 

６ 研修の効果と評価 

（1）アンケート結果 

 次のグラフは平成 19 年度公共図書館等職

員研修会１（レファレンスサービス）のアン

ケート結果である。 
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図 2.6.2 アンケート結果 2 

 

 

 

 

pP 

研修のテーマは、あなたの興味・関心と 

比べていかがでしたか。  

85%

12% 3% 0% 一致した

どちらかというと
一致した

どちらかというと
一致しない

一致しなかった

図 2.6.1 アンケート結果 1 
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図 2.6.3 アンケート結果 3 

（ 

 

 

 

（2）効果と評価 

以上の結果から見ても、参加者からは概ね 

好評であった。レファレンスは毎日の業務で

あり、正確なレファレンス・サービスを求め

られるため、レファレンスツールや手法等、

実践に役立つことだらけだったとの声が特に

多かった。一つのキーワードに関して、多角

度からの視点で調べていく方法を学んだよう

である。 

また、レファレンスを実践するためには会

話力や判断力も必要ではあるが、利用者の行

動を読むこと、声を掛けやすい環境作り、配

架の工夫等の技術も求められていることなど、

改めて認識する機会になったと考えられ、今

後の図書館サービスに向けて、効果的な研修

結果であったと思える。 

   

７ 研修実施上の問題点と今後の課題 

（1）参加者の温度差 

 県内図書館職員或いは公民館図書室担当職

員の専門能力を高め、図書館サービスの水準

を向上させていく観点からも、これらの研修

は必要不可欠なものである。しかしながら、

その専門能力には大きな格差（例えば図書館

職員と公民館職員の専門知識の差や、勤続年

数等による経験差）があり、先にも述べたと

おり、一定のレベルで研修を計画することで、

参加者に温度差が生じるのは否めない。 

講演（演習）の内容はどうでしたか。 

7% 3%
0%

90%

興味深く参加でき
た

どちらかというと興
味深く参加できた

どちらかというと興
味深くなかった

興味深くなかった

図 2.6.2 アンケート結果２

（2）予算の削減に伴う課題 

また、年々削減される予算の中で、外部か

ら講師を招聘することが困難となった場合、

宮城県図書館職員が講師を務めていかなけれ

ばならなくなることは必至である。多岐にわ

たるテーマについて、職員の知識・能力の向

上、話すことの経験等が求められるが、長期

的にみたときに内部講師の人材育成は避けて

通れない課題であると考える。 

研修の内容は今後仕事をする上で役立ち 

そうですか。 

5%
0%

0%

95%

役立つと思う

（3）今後の展開 

 より多くの図書館職員の研修ニーズを的確

に把握し、関心を持てるようなテーマで「講

義と演習」方式の参加型研修を継続して実施

していく予定である。この場合、限られた時

間で演習を行うために、やはり事前課題など

でより効率的に実践していかなければならな

いと考える。また、経験年数や知識レベルに

応じた体系的な研修も視野に入れ、図書館サ

ービスにおけるノウハウの蓄積ができる研修

方法を検討する必要がある。 

（宮城県図書館 企画管理部 高橋智恵） 

どちらかというと
役立つと思う

どちらかというと
役立たないと思う

役立たないと思う
 

図 2.6.3 アンケート結果３
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７ 公共図書館等職員参考調査業務研修会 

 

１ 福岡県内の図書館の概況 

表 2.7.1 県内図書館数 

 平成 18年度 平成 19年度

県立図書館 １ １

市町村図書館 78 77

（単位：館） 

表 2.7.2 県内図書館職員数・司書数 

 平成 18年度 平成 19年度

職員数 971 973

内有資格者 648 656

（単位：人） 

表 2.7.3 県立図書館における司書数 

 平成 18年度 平成 19年度

正規職員 22 20

非正規職員 17 19

合計 39 39

（単位：人） 

資料：「九州各県公共図書館職員録」平成 18 年度、平成 19 年度 

 

２ 研修の目的・経緯 

 当館では、市町村の図書館からのレファレン

ス研修の要望に応え、県内各地で実施する研修

（公共図書館と福岡県公共図書館等協議会の

開催）に、講師として当館職員を派遣していた。 

 また、当館でのカウンター実習を希望する図

書館もあり、そうした要望には個別に受入れを

行っていた。 

 こうした中、平成 10 年度から新任職員を対

象とした研修と、中堅職員を対象としたカウン

ター実習を含む研修を開催してきた。 

 本研修は、高度情報化の急速な進展に伴い、

図書館に寄せられる資料や情報に関する要

求・質問が、一段と高度化・多様化してきてい

る状況の中で、利用者の課題解決に役立つ図書

館であるために、利用者の求める資料や情報を

的確かつ迅速に提供していけるよう、情報及び

情報源に対する理解や検索方法、協力レファレ 

ンスのあり方について学び、個々のスキルアッ

プを図ることを目的としている。 

 

３ 研修の概要 

（1）新任研修 

 年２回、それぞれ定員 20 名の１日の研修で

ある。研修内容は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

10:00～10:20 開会式 日程説明 

10:20～11:30 端末操作とデータベース説明

11:30～14:00 インターネット情報源の紹介

14:10～16:30 演習問題  

16:30～17:00 館内見学（※希望者のみ） 

 ア 端末操作とデータベース説明 

 演習のため、当館の事務用端末の操作説明、

当館で契約している商用データベース、所蔵し

ているＣＤ－ＲＯＭの紹介を行う。 

 商用データベースは、日経テレコン 21、ヨミ

ダス文書館、西日本新聞データベース、判例体

系、Ｗｅｂ ＷＨＯ、ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬ

ＵＳ、官報情報サービス、ＪＲＳ経営情報サー

ビスの 8 種類、ＣＤ－ＲＯＭは、大宅壮一文庫

雑誌記事索引、朝日新聞戦後見出しデータベー

ス、四部叢刊、新編国歌大観の 4 種類を紹介し

ている。 

 イ インターネット情報源の紹介 

 レファレンスに有用なサイト約 120 をパワー

ポイントによるスライドで紹介する。 

 ウ 演習問題 

 受講者を数名ずつの班にわけ、調査相談係職

員がそれぞれ１班を受け持つ。 

 演習問題は職員が日々のレファレンスで取

り組んだもの（人物、地理・歴史、法律・判例、

統計、ビジネス、科学、文学・言葉等）である。 

 受講者はそれらの問題から１問を選択して

調査し、回答までの過程を発表する。発表後、

回答ガイドを配布し、職員が補足説明を行う。 

（2）中堅研修 

 年４回、それぞれ定員６名の３日間の研修で
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ア 相互貸借について 

 県内の相互貸借の手続きを円滑に行うため、

規程や手順の説明を相互貸借担当課である企

画協力課職員が行う。 

 イ 館内見学 

 研修が円滑に進むよう、閲覧室、書庫等の案

内を行う。 

 ウ 端末操作とデータベース説明 

 内容は新任研修と同様である。 

 エ 参考図書比較 

 参考図書の効果的な使用法を理解するため、

各自が「参考図書比較表」の比較項目（編著者・

編著者評価、出版者評価、主題、項目数、項目

の配列、記述の特徴、参考文献、有効利用法）

に沿って当館が提示した類似資料の比較を行

い、発表する。発表には講師が講評を行う。 

 オ インターネット情報源 

 レファレンスに有用なサイト約 300 をパワー

ポイントによるスライドで紹介し、紹介したサ

イトを利用した演習問題を解いてもらう。 

 カ レファレンス・インタビューについて 

 レファレンス・サービスの基本的な考え方や、

レファレンス・プロセス（質問から回答までの

経緯）についてパワーポイントによるスライド

で説明する。 
１日目 

9：30～10:00 開会式 日程説明 

10:00～10:30 相互貸借について 

10:30～12:00 館内見学 

13:00～14:30 端末操作とデータベース説明 

14:30～16:30 参考図書比較 

16:30～17:00 まとめ 

２日目 

9：30～15:00 インターネットによる情報検索

15:15～16:45 演習問題 

16:45～17:00 まとめ 

３日目 

9：30～12:00 レファレンス・インタビュー 

13:00～16:15 演習問題調査・カウンター実習

16:15～17:00 発表・まとめ 

 

 その後、各人が実際に受けた質問又は、当館

が提示した質問を用いて、レファレンス・イン

タビューについてのシミュレーションをワー

クシートに記入し、発表を行う。発表には、講

師が講評を行う。 

 キ カウンター実習 

 受講者を２班に分け、交替で調査相談カウン

ターでの実務研修（来館者の応対や電話による

レファレンスの調査など）を行う。 

 ク 演習問題 

 内容は新任研修と同様であるが、演習問題は

新任研修より高度なものとしている。 

 

４ 研修の企画・運営にあたっての留意点 

（1）研修時期等について 

 ア 時期・日程について 

 年度初め、年度末、読書週間等、当館及び市

町村図書館共に業務が忙しくなる時期を避け

るようにしている。 

 新任研修は、平成 17 年度までは 1 日の研修

を年 1 回、定員 40 名で当館の月末休館日に行

っていたが、平成 18 年度からは年 2 回、多く

の館が休館となる月曜に行っている。 

 中堅研修はカウンター実習を行うため、開館

日に行っている。 

 イ 場所について 

 パソコンを使用しながらの受講希望が多く

なったため、講義はパソコンが 20 台設置され

た情報研修室で行い、演習問題調査やカウンタ

ー実習は閲覧室で行っている。 

（2）受講者について 

 ア 受講資格について 

 新任研修は基礎的な研修と位置づけ、１～３

年程度の図書館業務等の経験があることを受

講資格としている。 

 しかし、経験年数が１年未満の受講者も増え

ており、多くの市町村図書館が正規の専任職員
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として司書を雇うことが少なく、人員の入れ替

わりが激しいことが原因と思われる。 

 中堅研修は、カウンターでの実習も含まれる

ため、３～５年程度の図書館業務等の経験があ

ることを受講資格としている。 

 開館日の研修で、市町村立図書館ではレファ

レンスの専任職員や全体の職員数が少なく、毎

年交替での受講になるため、設定した年数より

経験の長い職員を受け入れることもある。 

 イ 定員について 

 新任研修は、１人１台パソコンが使える環境

にするため、情報研修室のパソコン台数と同じ

20 名にしている。 

 中堅研修については、受講者にマンツーマン

で対応するため、当館のレファレンス専用のカ

ウンターの人員配置に合わせ、６名を定員とし、

受講者を２班に分け３名ずつ交替でカウンタ

ー実習を行っている。 

（3）研修内容の選定について 

 研修終了後、受講者にアンケートを提出して

もらい、結果を検討し、出来る限り受講者の希

望に沿えるよう内容を変更している。 

 中堅研修には、平成 16 年度から、当館職員

がデジタルライブラリアン講習会（主催：デジ

タル・ライブラリアン研究会）に参加したこと

を機に、レファレンスに役立つインターネット

情報源の紹介を取り入れた。紹介するサイトは

講習会で昭和女子大学教授大串夏身氏が担当

された講義内容・レジュメを基に、参考図書が

少ない館でもレファレンスに有用なヒントが

得られ、かつ内容に信頼のおけるものを選んで

いる。 

 新任研修には、平成 16 年度まで「図書館の

達人」司書実務編 Part２第５巻 くらしに活き

るレファレンス（日本図書館協会企画・監修）

のビデオ鑑賞を入れていたが、受講者の多くが

資格取得の際の研修等で視聴ずみのため、平成

17 年度からビデオ研修を廃止し、要望の多かっ

たインターネットの情報源の紹介を取り入れ

た。 

 この他、時間配分等にも変更を加えている。 

 新任研修の受講者が次年度等に中堅研修に

参加することも多く、受講者のスキルに合わせ

た継続的な研修となっている。 

（4）講義・演習の実施について 

 講義については、主にパワーポイントのスラ

イドを用い、毎年活用できるよう、館内でデー

タの共有を図っている。インターネットの情報

源に関しては、変動が激しい分野のため、サイ

トのリンク切れや、新たに紹介するサイトにつ

いて毎年変更を行っている。 

 演習は、研修効果の向上を図るため、少人数

で行うようにしている。新任研修では調査相談

係の職員数に応じて班分けを行い、中堅研修で

は定員を少なく設定している。 

 演習問題についてはそれぞれの職員が作成

した問題を係内で回覧し、精査したものを最終

的な問題としている。 

 演習の講評・補足説明の際は、受講者の回答

を否定せず、回答への道筋は一つではないこと、

回答ガイドもあくまで１例に過ぎないという

ことを理解してもらうようにしている。 

 また、研修を通じて、その後の協力レファレ

ンスや情報交換に活かせるよう、受講者同士の

交流の機会として、意見交換の時間を設けてい

る。昼食や休憩の場所として研修控室を設けて

いるため、交流の機会も増えているようである。 

（5）講師の選定について 

 研修担当職員を２名とし、企画や受講者の募

集・決定、研修の進行等を担当する。 

 各講義・演習は、当館でレファレンス業務を

担当している参考調査課調査相談係職員が講

師を務める。（研修担当職員２名を含む） 

 職員の経験年数に応じて担当する講義を決

めているが、新任研修の演習問題調査について

は 20 名の受講者を職員の人数によって班分け

し、全員で担当している。  

 

５ 職員の講師養成にあたっての留意点 

 研修担当職員については、人事異動の関係で
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必ずしも実現しないが、前年度の副任が主任と

なるようにしている。 

 講師養成については、他機関主催の研修に参

加することで、スキルアップを図っている。 

 平成 16 年度には当館で、デジタルライブラ

リアン講習会が開催され、受講した職員が、イ

ンターネット情報源の紹介の講師を務めてい

る。   

 デジタルライブラリアン講習を受講してい

ない職員については、当研修の聴講や、講習会

のテキストを基に作成したリンク集を日々の

業務で使用することで理解を深めている。 

 その他、毎年国立国会図書館主催の「科学技

術情報研修」「レファレンス研修」を職員が受

講するようにし、レファレンス研修から「参考

図書比較」、「レファレンス・インタビュー」を

当館の研修に取り入れた。 

 また、日々受けたレファレンスの記録は回覧

し、係内で検討しアドバイスしあうことで、ス

キルアップに努めている。 

 

６ 研修の効果 

 当課の職員が講師を務めることで、担当職員

自身もそれぞれが日々のレファレンスを見直

す機会となり、職員の日々の経験を活かした講

義になるため、受講者にとっても理論を学ぶだ

けでなく、実践的な研修となる。 

 また、当館の職員を知ってもらい、受講者同

士が知り合うことで、協力レファレンスの機会

も増え、県内全体のレファレンス・サービスの

質の向上に繋がっている。 

 レファレンス以外にも、受講者が研修担当職

員に業務上生じた疑問や相談を持ちかける機

会も増えているといった効果がある。 

 

７ 研修の評価・冊子の作成 

 毎年、『公共図書館等職員参考調査業務研修

会報告書』を発行し、県内市町村図書館、国立

国会図書館、都道府県立図書館に配布している。 

 報告書の内容は、新任・中堅研修の「実施要

項」、「研修内容」、「アンケート結果」（グラフ

含む）、「今後の課題」である。 

 アンケート結果から今後の課題を検討する

ことで、研修の評価を行っている。 

 

８ 問題点・改善点 

 受講者のアンケートで一番多い意見が、時間

が短いというものである。 

 カリキュラムを組み替える、時間配分を変更

するなどして対応しているが、毎年この意見が

出ているのが現状である。 

 特に多いのが、演習と、インターネット情報

源の紹介の時間の短さについてである。 

 演習については、受講者の負担になると考え

これまで行っていなかったが、事前に課題を出

し、レポートを提出するといった方法等も考え

なくてはならない。 

 インターネット情報源の紹介については、市

町村図書館で実際に寄せられる質問を事前に

把握し、紹介するサイトを厳選する必要がある。 

 また、研修内容を変更することも必要である

が、今後、主催者側、受講者側双方の事情に合

わせて、研修自体の変更も必要になってくると

思われる。 

 主催者側としては、受講者が各館１人程度で

あっても、研修後、受講者が所属する館で研修

内容を伝え、学んだことを共有することを望む

が、共有する時間が持てないのが実情という。 

 そのため、受講者からは、当館の職員を各館

へ派遣し、館員全員で受講できるような研修を

望む声も聞かれる。 

 これには、数回個別に対応した実績があるが、

当館のレファレンス担当専任正規職員数が減

る中、対応は難しくなっている。 

 今後とも市町村支援としてのレファレンス

研修のより効率的・効果的な実施方法について

改善を加えていく必要がある。 

（福岡県立図書館 参考調査課 吹上恵美） 
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８ 指定管理者が運営する北九州市立図書館の研修 

 

はじめに 

全国公共図書館協議会（以下本項では「全公

図」）は、指定管理者が運営する北九州市立図

書館の研修の状況を知るために、平成 19 年 11

月 20 日に訪問調査を行った。福岡県内の公共

図書館職員に対する主な研修を主催する福岡

県立図書館、北九州市の中心館である北九州市

立中央図書館、指定管理者が運営する同八幡図

書館及び戸畑図書館の計４館のご協力を得、イ

ンタビューを実施した。 

調査者は、全公図の研修に関する調査研究事

業の助言者である千葉大学の竹内比呂也准教

授及び調査研究事業編集委員である神奈川県

立図書館の石原であった。主な質問事項をあら

かじめ各図書館に送付し、当日は各図書館の幹

部職員や研修担当者等に対し、各館１時間ずつ

インタビューを行った。 

福岡県立図書館に対しては、県内市町村立図

書館員に対する研修についての基本的な考え

方、指定管理者・委託業者が雇用する職員の研 

 

図 書 館 協 議 会 中 央 図 書 館 
 庶務課 
  庶務係 
  資料係 
 奉仕課 
  奉仕係 
  視聴覚センター 

国 際 友 好 記 念 図 書 館 

勝山こどもと母のとしょかん

企救こどもと母のとしょかん

そ ね っ と

新 門 司 分 館 

島郷こどもと母のとしょかん 

折尾こどもと母のとしょかん 

大池こどもと母のとしょかん 

八幡東こどもと母のとしょかん 

八幡南こどもと母のとしょかん 

戸畑こどもと母のとしょかん 

大里こどもと母のとしょかん 

門 司 図 書 館 

若 松 図 書 館 

八 幡 図 書 館 

戸 畑 図 書 館 

 
図 2.8.1 北九州市立図書館組織図 

（出典：『北九州市の図書館（年報）平成 19 年（2007）』北九州市立中央図書館 p.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修への参加についての考え方や問題点などを

尋ねた。北九州市立中央図書館に対しては、研

修に対する基本的な考え方、指定管理者との契

約において研修をどのように考えているか、指

定管理者に対する評価等について尋ねた。指定

管理者が運営する八幡・戸畑図書館に対しては、

研修の基本的な考え方や研修の実施状況、外部

の研修への参加の状況について尋ねた。 

 

１ 北九州市立図書館の概要 

（1）北九州市立図書館の組織と運営形態 

北九州市立図書館は、中央、国際友好記念、

門司、若松、八幡、戸畑の各図書館及び 11 分

館により構成されている。中央図書館は、北九

州市の直営であるが、日本施設協会及び図書館

流通センター（以下本項では「TRC」）に業務の

一部を委託している。 

平成 17 年度からは指定管理者制度を導入し、 

国際友好記念、門司、八幡（以上 TRC）、戸畑、

若松（以上日本施設協会）各館の、館長業務も 
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含めた図書館業務を指定管理者が行っている。 

平成 14 年度に北九州市立図書館協議会から

今後の北九州市の図書館のあり方が示された。

中央図書館が核となり、それぞれの図書館が独

自性を発揮しつつ図書館サービスを行ってい

くという内容になっている。現在、「あり方」

の内容はほぼ達成しており、見直す時期に来て

いる。指定管理者の導入後も基本的な方針は変

わっていない。 

（2）研修に対する基本的な考え方 

 運営が指定管理者であっても直営であって

も司書の資質・能力・専門性向上のために研修

は必要である。しかし、北九州市立図書館とし

ては、指定管理者が運営する図書館の職員を対

象とした直接的な研修はあまり行っていない。

業務用端末が更新された時に使い方の研修は

行ったことはあるが、通常は自主研修及び福岡

県立図書館等が主催する研修への参加を促し

ている。 

（3）指定管理者に対する評価 

指定管理者に対しては、司書率 75％以上であ

ること、窓口責任者が図書館業務の経験を３年

以上持っていること、直営時と同等以上の職員

数を確保することを求めている。 

指定管理者に対する評価は、市のホームペー

ジで公開しており、研修の実施状況は評価の一

要素となっている。研修に対する評価は、指定

管理者が提出する毎月・毎年の報告、市が実施

する利用者アンケート、市が実施する現地調査

（建物の維持管理の状態等のチェック等）を基

に中央図書館が報告書を作り、北九州市指定管

理者制度推進会議（評価部会）が行っている。

この評価機関は、図書館だけを対象とするので

はなく、市が指定した指定管理者全体を評価し

ている。 

（4）指定管理者と研修 

指定管理者との契約では、業務仕様書の中で

採用時のほか計画的に必要な研修を行うこと

を求めているが、内容については指定管理者の

自主性に任せている。指定管理者には活動の報

告を義務付けている。市としては、毎月１回開

催する北九州市立図書館の館長会議において、

要望を伝え、図書館間の情報交換を行っている。

ブックスタート事業など全市的な事業につい

ては、指定管理者の業務内容と位置づけ、実施

方法を指導している。 

北九州市あるいは中央図書館が実施する業

務端末の研修会等に指定管理者が雇用する職

員が参加することはある。しかし、指定管理者

が企画する研修に、市の職員が参加したことは

ない。 

 

２ 福岡県立図書館が主催する研修 

（1）県内市町村立図書館員に対する研修につ

いての基本的な考え方 

福岡県立図書館（以下本項では「県立図書

館」）は、研修を市町村支援の中でも特に重視

している。内容は、基本研修・参考調査業務研

修・資料収集・整理研修・「子どもと読書」研

修等である。県立図書館では、大正期の開館時

から児童室を設置しており、児童サービス関係

の研修には力を入れている。研修が現在のよう

に体系化されたのは、平成 17 年度以降である。

企画実施は、それぞれ担当課が行っている。 

中堅職員対象の参考調査業務研修や、「子ど

もと読書」研修会には連続講座もある。「子ど

もと読書」研修会は月曜日に実施しており、公

務で参加することも個人で参加することも可

能である。 

県立図書館が行う研修の他に、福岡県公共図

書館等協議会が主催する研修があり、この協議

会の事務局も県立図書館に置かれている。 

（2）指定管理者が雇用する職員の研修参加に

ついての考え方 

北九州市立図書館に指定管理者制度が導入

される以前も、福岡県内の図書館では委託化、

非正規職員化が進んでいた。福岡県には、運営

が財団・公社から指定管理者に移行した例もあ

り、館長も含めて指定管理者が運営する図書館

は、北九州市以外にも存在する。そのため、従
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来から県立図書館や福岡県公共図書館等協議

会が研修を実施する際には、正規職員以外の職

員を視野に入れていた。従って、指定管理者制

度が導入されるに当たっても研修の受入れに

抵抗はなかった。県内の図書館のサービスを充

実させるためには、正規であっても非正規であ

っても職員に対する研修は、必要だと考えるか

らである。 

公費を支出して民間企業の社員に研修の機

会を与えることになるが、図書館には図書館間

のネットワークや相互貸借等といった連携・協

力がある。この場合、直営か指定管理者かは問

題にならない。将来的に直営に戻る可能性もあ

る。県の公共図書館等協議会には指定管理者も

会費を払っている。「公立図書館の設置及び運

営上の望ましい基準」では、都道府県立図書館

の役割として、市町村立図書館の連絡調整を挙

げている。 

指定管理者や委託事業者が雇用する職員を

研修に受け入れる場合に、特別な条件を付けて

はいない。 

（3）研修を実施する上での問題点 

福岡県内の公共図書館には、嘱託や派遣職員

など非正規職員が多く、正規司書職員が少ない

という土壌がある。初任者で司書資格を持って

いない人もいるが、そのような職員には正規雇

用の職員の方が多い。館長等研修や中堅以上の

職員を対象とした研修（係長研修等）も企画し

ているが、課題や内容に応じて、幅広い層の参

加しており、指定管理者が雇用する職員につい

ても引き続き働きかけていくつもりである。 

今後の研修の問題点として、講師の人材不足

が挙げられる。以前は図書館業務を充分経験し

た職員が研修講師となっていたが、職員の定員

削減及び司書の採用停止等のため、経験を積ん

だ職員が減少しており、人事のローテーション

や内部研修の充実が課題である。 

 

３ 北九州市立八幡図書館の研修 

（1）組織と職員 

八幡地区は、八幡図書館と４館の「こどもと

母のとしょかん」の体制である。八幡図書館に

は館長１名、次長２名、他 12 名の計 15 名の職

員がおり、司書率は 80％である。こどもと母の

としょかんは、いずれも４名体制であり、司書

率は 75％から 100％である。指定管理者となる

際に北九州市から提示された仕様書には、各館

の有資格者率は 75％以上であることとなって

いた。職員は全員契約社員であり、１年ごとに

更新する。社員の中には、フルタイムで働くも

のとパートタイムで働く者がいる。 

八幡図書館の館長は、福岡県立図書館の元の

副館長である。県立図書館退職後、別の自治体

の図書館長を務めていた経験がある。 

TRC 西日本は、自治体との交渉の役割を果た

しており、個々の図書館の運営にはタッチして

いない。 

（2）研修の基本的な考え方 

研修の目標は、図書館で働くために必要なス

キルを身につけることにあり、①専門的知識を

取得すること、②サービス業としての基本（接

遇）を身に付けること、③常に向上心を持つこ

と、④自社でマネージャクラスを養成すること、

を目指している。マネージャを養成するため、

筑波大学の TRC 寄附講座に社員 11 名を参加さ

せた。 

・   スキルの向上のため、月末整理日の午後に研

修を実施している。開催は２ヶ月に一度程度、

１回２から３時間行っている。基本的な研修に

力を入れている。館内研修の講師は、ほとんど

館長自身が務めている。同和研修等市全体の研

修に参加することもあるが、基本は指定管理者

が実施する研修である。 

・   今年はじめて、同じ指定管理者が運営する門 

・  司と八幡の合同研修を実施した。研修時間は有 

・  給である。 

館内研修の企画、実施の責任者は館長である。

初任者研修については、本社に研修担当がおり、

各図書館をサポートしている。指定管理者によ

る運営の開始時には、４月１日以降に本社から
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講師を派遣して研修を実施した。雇用される職

員は、３月以前にはほとんどが市の非常勤職員

であったため、運営開始前に研修することはで

きなかった。 

外部の研修への派遣を決定するのは館長の

責務である。平成 19 年度から、九州北部地区

の TRC の社員を対象とした研修を実施した。１

館だけの開催ではコストが高くつくため、これ

まで実現しなかった。同様の研修は全国で実施

している。 

（3）内部研修の実施と外部の研修への派遣 

・   特に接遇を重視しており「明るい対応」がで

きるよう心がけている。資格保有者の割合が

75％以上であることが指定管理者の条件にな

っているので、図書館の基本を知っている職員

が多い。しかし、八幡地域の歴史や八幡図書館

の歴史等、地域の事情に関する研修も重要だと

考え、館内での研修を行っている。すぐに役に

立つ内容に力を入れている。 

・   指定管理者に対しては外部からの批判もあ

るため、研修には特に力を入れている。中心的

に活動できる人を育てる必要があるが、そのた

めにはあらゆることを経験させようと考えて

いる。 

・   著作権については、文化庁が実施する地区別

研修に職員を派遣した。帰館後、この職員が講

師となって他の職員に話をした。 

・   研修内容については、今のところ図書館の運

営だけで手一杯であるため、体系的になってい

ない。図書館の運営をしながら、実践的かつ経

費をかけずに行う体制である。 

・   中央図書館の業務は、全館のサービス方針の

策定、建物の修繕、資料の購入・廃棄、予算配

分等で、職員の研修は含まれていない。そのた

め、県立図書館が実施する研修に職員を派遣し

ている現状である。 

・   将来的に対面朗読のサービスを実施するた

め、研修に職員を派遣することを考えている。

レファレンス・サービスについては、外部研修

に依存している。 

・   また、外部データベースの導入も考えている

ため、そのための研修も考えている。外部デー

タベースの導入は市からの要請ではなく、指定

管理者としての判断である。いずれにしろ、研

修のためには施設も必要であり、自前で実施す

るのには困難が伴う。 

例えば、図書館総合展への参加等、外部の研

修への派遣費用は、遠方であっても指定管理者

が負担している。TRC の場合、東京近郊の社員

に対しては、初級、中級、上級の研修を実施し

ているが、地方のスタッフに対しては、必ずし

もそのような体制になっていない。それを埋め

合わせる意味でも、職員を外部の研修に派遣し

ている。県立図書館では様々な研修を実施して

おり、それに参加できるのはありがたい。 

 

４ 北九州市立戸畑図書館の研修 

（1）組織・職員数 

戸畑図書館の職員総数は 18 名（館長を含む）、

そのうち司書は 15 名（うち２名はパート）で

ある。管理職として、館長、事務長、次長がい

る。コストが下がっていることが評価されてい

る。館長は元市議会議員で、キャリアコンサル

タントとして求人、求職のミスマッチの是正の

アドバイザーをしていたところスカウトされ

た。図書館勤務の経験はない。 

・   指定管理者である日本施設協会は青年会議

所の OB が中心になって作った組織であり、北

九州市を支えようという意識がある。 

（2）研修の基本的な考え方 

図書館の司書のレベルアップによって、地域

の民度が高まると考えている。図書館の役割は

情報の収集、発信であるが、キャリアを積むこ

とにより、選書の能力が向上するため、研修は

不可欠だと考えている。司書の社会性や教養を

高めるような研修も行っている。 

外部の研修にはなるべく派遣するようにし

ている。以前は、図書館の管理的な業務を行う

市の正規職員が研修に行っており、図書館の実

務を行う司書は研修に行く機会がなかった。 
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指定管理者制度の導入時に、これまで図書館

で嘱託として働いていた人材を多く雇用した。

日本施設協会は戸畑図書館だけではなく、若松

図書館の図書館業務も受託しているため、若松

図書館とは人事交流や合同研修会を実施して

いる。内部研修は、全員の参加が可能な休館日

の月曜日に実施している。出勤した分は代休を

取っている。 

・   契約延長の場合は５年間の契約となる。継続

して受託するためには努力が必要であり、館長

のリーダーシップが重要である。 

（3）研修企画・実施の責任者 

研修の実施や外部の研修への派遣は、すべて

館長の責任で決めている。毎年職員に個人面談

をしており、その際に希望を聞いている。ジェ

ンダーや男女共同参画などをテーマとする研

修にも参加して欲しいと思っているが、なかな

か職員から希望が出ない。 

・   研修にかかる経費は指定管理者が支出する

が、研修の内容について口を挟むことはない。

館長は報告を行う。若松図書館との共同研修も

現場レベルの企画で、本社は関わっていない。

研修にかかる経費は本社が管理しているが、こ

れまで支出については、すべて承認された。 

（4）内部研修の実施状況 

館内での研修は接遇が中心である。著作権、

個人情報保護については、県立図書館が企画す

る研修に積極的に派遣している。研修の体系的

な計画は館独自では立てていない。外部の研修

があれば、それに派遣する。 

・   館内での研修会の講師は、館長の人脈によっ

て得ているが、予算が少ないため基本的に謝金

は払っていない。接遇に関しては、指定管理者

が経費を負担して研修を行った。 

・   地区館であるため、高いレベルのサービスは

要求されず、基礎的な研修プラスαと考えてい

る。コストをかけることはできない。 

（5）外部の研修への参加 

・   県立図書館が主催する研修への派遣は、管理

職と、３名の主任（児童担当、一般担当、分館

担当）で決めている。北九州市立図書館全体の

研修のポリシーに基づいて行っている訳では

ない。 

技術的な研修は、県立図書館が実施する研修

に派遣することにしている。現在の管理職３名

は、いずれも司書資格を持っていないが、将来

的には、現在の主任クラスを管理職にしたいと

考えている。意識的にそのような研修に行かせ

たいと考えている。 

 

５ まとめ 

 福岡県では、県立図書館や福岡県公共図書館

等協議会が主催する研修が充実しているため

に、業務に直結する研修については、指定管理

者が雇用する職員に対しても充分な機会が与

えられているように見える。研修を主催する側

にも、研修を受講する側にも、非正規職員が研

修を受講することについての抵抗はなく、県内

の図書館のレベルの向上のためには、研修が必

要であるとの認識は一致している。 

 指定管理者制度は、決められた契約期間に一

定のサービスを提供することが求められるも

のであり、管理者に対してサービスの質の維持、

あるいは向上は求められるものの、職員のキャ

リアアップを、必ずしもその責務としているわ

けではない。指定管理者制度はまだ導入されて

日が浅いため、この制度の下において職員のキ

ャリアップがどのように実現していくかを明

確に述べることはできない。今後どのような取

組みがなされていくかについて、注意深く見守

る必要があるだろう。 

 最後になったが、お忙しい中インタビューに

協力して下さった４館の皆様に謝意を表した

い。 

（神奈川県立図書館 石原眞理） 

≪補記≫ 

その後、戸畑図書館から「指定管理者として

の３年間の最初の契約期間終了後、一丸となっ

て取り組んだ結果、継続して受託することがで

きた。」との報告があった。 
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